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第 ７ 回   熊本県議会  教育警察常任委員会会議記録 

 

令和４年３月10日(木曜日) 

            午前９時58分開議 

午前10時42分休憩 

午前10時44分開議 

午前11時58分休憩 

午後０時０分開議 

午後０時19分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第40号 令和４年度熊本県一般会計予

算 

議案第44号 令和４年度熊本県立高等学校

実習資金特別会計予算 

議案第47号 令和４年度熊本県育英資金等

貸与特別会計予算 

議案第73号 熊本県学校給食費等の管理に

関する条例の制定について 

議案第74号 熊本県風俗案内業の規制に関

する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議案第75号 財産の減額貸付けについて 

議案第78号 権利の放棄について 

議案第80号 令和３年度熊本県一般会計補

正予算(第19号) 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ 

いて 

報告事項 

 ①熊本県職員の服務の宣誓に関する条例

等の一部を改正する条例の制定につい

て 

 ②熊本県手数料条例の一部を改正する条

例の制定について 

 ③スクール・ミッション(最終案)の策定

について 

 ④夜間中学(中学校夜間学級)設置に関す

る基本的な考え方について 

令和３年度教育警察常任委員会における取

組の成果について 

 ――――――――――――――― 

出 席 委 員（８人） 

        委 員 長 吉 田 孝 平 

        副委員長 中 村 亮 彦 

        委  員 坂 田 孝 志 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 髙 木 健 次 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 岩 本 浩 治 

        委  員 岩 田 智 子 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 古 閑 陽 一 

教育理事 野 尾 晴一郎 

教育総務局長 西 尾 浩 明 

県立学校教育局長 岩 本 修 一 

市町村教育局長 古 田   亮 

教育政策課長 井 藤 和 哉 

文化課長 宮 﨑 公 一 

施設課長 東   敬 二 

高校教育課長 重 岡 忠 希 

特別支援教育課長 牛 野 忠 男 

学校安全・安心推進課長 野 崎 康 司 

体育保健課長 平 江 公 一 

義務教育課長 竹 中 千 尋 

社会教育課長 須 惠 勝 幸 

人権同和教育課長 井 上 大 介 

警察本部 

本部長 山 口 寛 峰 

警務部長 植 田 有 佐 

生活安全部長 山 川   潔 
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刑事部長 開 田 哲 生 

交通部長 平 木 敏 史 

警備部長 濱 田 聡 朗 

首席監察官 林   秀 典 

参事官兼警務課長 松 永   透 

理事官兼会計課長 田 中 弘 哉 

参事官 

兼生活安全企画課長 二子石 和 浩 

 参事官兼地域課長 江 藤 真 吾 

参事官兼刑事企画課長 國 生 徹 哉 

参事官(組織犯罪対策) 松 見 恵一郎 

参事官兼交通企画課長 村 上 敏 幸 

参事官(運転免許） 金 子 慎 一 

参事官兼警備第一課長 荒 木 和 郎 

参事官兼総務課長 西 村   博 

理事官兼交通規制課長 内 田 義 朗 

参事官 

    (災害・警備対策）小 川 光一郎 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 宗 像 克 彦 

     政務調査課主幹 内 布 志保美 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○吉田孝平委員長 ただいまから、第７回教

育警察常任委員会を開会いたします。 

 本日は、新型コロナウイルス感染症対策と

して、３密を防ぐため、警察本部を前半に、

教育委員会を後半に、入れ替えて審査を行う

こととしました。 

 なお、委員会のインターネット中継のた

め、委員並びに執行部におかれましては、発

言内容が聞き取りやすいように、マイクに向

かって明瞭に発言いただきますようお願いし

ます。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、執行部からの説明及び質疑応答は、

効率よく進めるために、着座のまま、簡潔に

お願いします。 

 それでは、警察本部長から総括説明を行

い、続いて担当課長から順次説明をお願いし

ます。 

 初めに、山口本部長。 

 

○山口警察本部長 議案の説明に先立ちまし

て、一言お礼を申し上げます。 

 吉田委員長をはじめ委員の皆様には、この

１年間、警察行政の各般にわたり、深い御理

解と温かい御支援をいただき、誠にありがと

うございました。引き続き、御支援、御協力

を賜りますようお願い申し上げます。 

 それでは、今回県警察から提案しておりま

す４件の議案等につきまして、概要を御説明

いたします。 

 まず、予算関係でございます。 

 議案第40号、令和４年度熊本県一般会計予

算については、警察費及び災害復旧費で400

億2,570万円余をお願いしております。 

 主な事業について御説明いたします。 

 まず、防犯カメラの設置による安全、安心

の確保につきましては、誰もが安全で安心を

感じられる空間を創出するため、熊本市中心

部の繁華街及び熊本駅周辺における防犯カメ

ラの整備を推進するものでございます。 

 次に、サイバー空間の脅威への対処能力の

強化につきましては、デジタル社会の加速化

に迅速かつ的確に対応するため、情報解析資

機材の整備、人材の育成等を推進し、サイバ

ー犯罪対策の強化を図るものでございます。 

 次に、通学路や歩行者に対する交通安全対

策及び交通安全意識啓発事業につきまして

は、熊本県の交通安全水準のさらなる向上に

関する宣言決議及び通学路合同点検の内容を

踏まえた交通信号機、道路標識・標示等の整

備及び交通取締り等の交通事故防止対策と合

わせた広報啓発活動を実施するものでござい
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ます。 

 次に、条例関係でございます。 

 議案第74号、熊本県風俗案内業の規制に関

する条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、成年年齢を引き下げる民法の一部改正

に伴い、関係規定を整備するものでございま

す。 

 このほか、その他の報告事項として、総務

常任委員会で御審議いただいております熊本

県職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を

改正する条例の制定について及び熊本県手数

料条例の一部を改正する条例の制定について

の２件を報告させていただきます。 

 詳細につきましては、それぞれ担当者から

説明させますので、御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○吉田孝平委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○田中会計課長 会計課でございます。 

 予算関係議案につきまして、お手元の警察

本部の説明資料、括弧の付託議案関係の資料

でございます。これで説明させていただきま

す。 

 議案第40号、令和４年度熊本県一般会計予

算についてでございます。 

 まず、９ページをおめくりください。すみ

ません。 

 末尾の警察本部合計欄を御覧ください。 

 本年度の欄に記載しておりますとおり、警

察本部合計は、400億2,572万9,000円とな

り、前年度と比較しますと、14億5,973万 

6,000円の増額、率にして3.8％の増となって

おります。 

 これは、道路交通法の改正に伴う運転免許

管理システムなどの業務システムの改修に要

する経費や上天草警察署庁舎の建て替え工事

が本格化することなどに伴い、増額となった

ことが主な要因となっております。 

 恐れ入ります。それでは、１ページにお戻

りいただきまして、当初予算の内容につきま

して御説明いたします。 

 まず、上段の公安委員会費で1,133万2,000

円を計上しておりますが、これは、公安委員

の報酬や活動旅費などの運営費でございま

す。 

 次に、下段の警察本部費としまして308億

5,810万1,000円を計上しておりますが、これ

は、職員の給与や業務管理など職員の設置に

必要な経費でございます。 

 説明欄の主な項目について御説明いたしま

す。 

 まず、１の職員給与費268億11万1,000円

は、(1)の警察職員の給与費や(2)の機動隊員

の時間外勤務手当でございます。 

 ２の退職手当14億8,385万2,000円は、定年

や自己都合などによる退職者による支給見込

額でございます。 

 ３の警察一般管理費として、21億2,849万 

8,000円をお願いしております。 

 (1)は、警察行政におけるデジタル化の推

進や働きやすい職場環境の整備などによる行

政サービスの向上のための諸対策に要する経

費でございます。 

(2)から(4)までについては、職員の赴任旅

費や警察官の制服の整備等に要する経費でご

ざいます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 (5)から(7)までについては、訴訟対応や庁

舎光熱水費等に要する経費、(8)から(11)ま

でについては、職員の福利厚生、警察情報ネ

ットワークの管理運営、警察音楽隊などの各

種広報活動、行政文書の管理等に要する経費

でございます。 

 ４の児童手当４億4,564万円は、職員の中

学生以下の子に対する支給見込額でございま

す。 

 次に、下段の装備費でございます。 

４億7,825万9,000円を計上しておりますが、
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これは、装備資機材の整備や車両、船舶、ヘ

リコプター等の維持管理に要する経費でござ

います。 

 ３ページをお願いいたします。 

 警察施設費でございます。 

31億2,009万1,000円を計上しております

が、これは、警察施設の整備や維持管理に必

要な経費でございます。 

 説明欄１の警察施設維持費11億1,038万 

8,000円は、警察本部庁舎や警察署など警察

施設の修繕、設備等の保守点検に要する経費

でございます。 

２の警察施設整備費として、20億970万 

3,000円をお願いしております。 

 (1)は、上天草警察署庁舎建て替えのため

の建設工事に要する経費であり、令和５年度

の完成を目指して整備を行うものでございま

す。 

(2)の花畑交番整備事業は、老築化の著し

い現交番を現地建て替えにより整備するため

の拡張用地購入に要する経費でございます。

 (3)は、交番及び駐在所の機能強化推進の

ための統廃合による整備やリフォーム改修等

の長寿命化に要する経費でございます。  

 (4)は、運転免許センターの照明設備のＬ

ＥＤ化改修工事を、(5)は、警察施設の整

備、改修等を行うものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 上段の運転免許費で12億709万1,000円を計

上しております。 

これは、運転免許業務に必要な経費でござ

います。 

 １の自動車運転免許費として、11億4,552

万5,000円をお願いしておりますが、その内

容は、(1)から(3)のとおり、運転免許関係事

務委託、運転免許管理システムの維持管理、

各種講話の業務委託に要する経費でございま

す。 

次に、２の自動車運転免許試験費として、 

6,156万6,000円をお願いしており、これは、

運転免許試験実施に要する経費でございま

す。 

 次に、下段の恩給及び退職年金費で2,357

万2,000円を計上しております。 

これは、恩給法に基づき、昭和37年以前に

退職した警察職員とその遺族に対して支給す

る恩給と扶助料でございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 警察活動費でございます。 

43億2,501万2,000円を計上しております

が、これは、県警察各部門の活動諸費や交通

安全施設の整備に必要な経費でございます。 

説明欄１の一般警察運営費として、６億 

584万4,000円をお願いしており、その内容と

して、(1)は、犯罪被害者等を支援するため

の経費、(2)は、被留置者の食糧費など留置

施設の運用に要する経費、(3)は、犯罪捜査

など警察活動に必要な旅費、車両等備品整備

費に要する経費、(4)は、柔道、剣道訓練な

ど職員の能力向上に要する経費、(5)は、警

察活動の現場における感染予防措置のために

必要な資機材整備に要する経費でございま

す。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ２の総合治安対策費として、１億6,689万

円をお願いしております。 

 その内容としまして、(1)は、熊本市中心

繁華街等における防犯カメラの整備等を行う

ための経費で、熊本駅周辺における防犯カメ

ラの整備を推進し、より安全、安心な熊本の

実現と犯罪組織の取締り等に取り組んでまい

ります。 

(2)は、電話で「お金」詐欺等の根絶に向

けた被害防止活動に要する経費で、新たにテ

レビＣＭを活用した被害防止などに取り組ん

でまいります。 

(3)は、荒尾・玉名地域をモデル地区とし

て、高齢者から子供までみんなが安心して暮

らせる生活空間を実現するため、引き続き各

種施策に取り組んでまいります。 
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(4)は、警察官ＯＢを活用し、引き続き豪

雨災害の被災者に寄り添った安全と安心の確

保に取り組んでまいります。 

(5)は、外国人犯罪の取締りや来日外国人

の安全対策に要する経費でございます。 

(6)は、高齢者や子供を犯罪や交通事故な

どの被害から守るために、通称県警ひまわり

隊を結成して、戸別訪問や子供見守り活動、

防犯、交通安全講話などを行う事業に要する

経費でございます。 

(7)は、大規模災害等緊急事態の発生に備

えた装備資機材の整備などに要する経費でご

ざいます。 

 ７ページをお願いいたします。 

３の生活安全警察運営費として、6,886万 

8,000円をお願いしております。 

 (1)は、サイバー犯罪の被害防止や検挙に

向けた捜査資機材の整備や捜査員の能力向上

などに要する経費、(2)は、ストーカー行為

やＤＶ等の被害者の安全確保やストーカー行

為等をした者を更生させるためのカウンセリ

ングなどに要する経費、(3)から(5)までは、

防犯ボランティア団体等の活動支援、生活安

全警察に係る許可等事務の業務委託、産業廃

棄物の不法投棄など環境事犯対策に要する経

費でございます。 

４の地域警察運営費として、３億2,861万 

1,000円をお願いしております。 

 (1)は、駐在所協力家族への報償費や山岳

救助用装備資機材の整備などに要する経費、

(2)は、110番センターの運用に要する経費で

ございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ５の刑事警察運営費として、４億4,760万 

6,000円をお願いしております。 

 (1)は、重要凶悪事件などの捜査活動、暴

力団の壊滅に向けた検挙活動等に要する経

費、(2)は、取調べや犯罪捜査の適正化対策

等に要する経費、(3)は、犯罪鑑識に必要な

資機材、システムの整備や維持管理に要する

経費、(4)は、科学捜査研究所において使用

する鑑定用資機材の維持管理に要する経費で

ございます。 

 ６の交通警察運営費として、12億5,181万

円をお願いしております。 

 (1)は、熊本県の交通安全水準のさらなる

向上に関する宣言決議に基づき、交通安全意

識のさらなる醸成を推進するため、関係機関

と連携して各種施策を推進してまいります。

 (2)は、交通安全教育、交通指導取締りな

どに要する経費や信号機の電気料、制御回線

使用料など円滑な交通規制の運用に要する経

費、(3)は、交通警察に係る許可等事務の業

務委託などに要する経費でございます。 

 ７の交通安全施設費で14億5,538万3,000円

をお願いしております。 

 熊本県の交通安全水準のさらなる向上に関

する宣言決議や千葉県八街市における交通事

故を契機とする通学路合同点検を踏まえた交

通安全施設の整備を推進し、安全で円滑な交

通環境を確立するため、道路の新設や通学路

対策などに必要な信号機の新設、改良、道路

標識の更新や道路標示の補修、老築化した信

号柱の更新などの整備を進めることとしてい

ます。 

 以上、警察費として、合計400億2,345万 

8,000円をお願いしております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 災害復旧費でございます。 

 警察施設災害復旧費で227万1,000円をお願

いしております。 

これは、令和２年７月豪雨で被災した八代

警察署坂本駐在所の本格復旧までの間に使用

するプレハブのリースに要する経費でござい

ます。 

 予算関係は以上でございます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

○二子石生活安全企画課長 生活安全企画課

でございます。 
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 議案第74号、熊本県風俗案内業の規制に関

する条例の一部を改正する条例の制定につい

て説明いたします。 

 説明資料は、同じ資料でございまして、11

ページ、12ページ及び13ページでありますの

で、御覧いただきたいと思います。 

 本条例は、清浄な風俗環境の保持及び少年

の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する

ため、風俗案内業に関して規制をするもので

あります。 

 今回の改正は、令和４年４月１日に施行さ

れます成年年齢を20歳から18歳に引き下げら

れることを内容とする民法の一部を改正する

法律に伴うものであります。 

 本条例では、風俗案内業を行おうとする者

は、公安委員会に届出をしなければなりませ

んが、欠格事由に該当する者は、風俗案内業

を行ってはならないとされております。 

 欠格事由の一つに未成年者が規定されてお

りますが、未成年者の欠格事由の適用除外と

しまして、18歳未満の者でない未成年者で、

風俗案内業に関し、成年者と同一の行為能力

を有する者が規定されております。 

 今回の民法の一部を改正する法律の施行に

よりまして、18歳未満の者でない未成年者が

存在しなくなるため、その除外規定を削除す

るものでございます。 

 なお、今回の条例の改正は、成年年齢を引

き下げることを内容とする民法が施行される

ことに伴うものでありますので、熊本県警察

に裁量の余地はなく、県政に係る意見提出手

続の除外規定に該当するため、パブリックコ

メント手続は実施いたしません。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 

 

○吉田孝平委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 あわせて、繰り返しになりますが、発言者

の方は、マイクに少し近づいて、はっきりと

した口調で発言いただきますようお願いしま

す。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○前田憲秀委員 御説明ありがとうございま

した。 

 ７ページ、サイバー犯罪対策の推進につい

てお尋ねをしたいんですが、これまでも委員

会でも何回か触れたんですけれども、もう少

し内容といいますか、この3,400万余の内容

を具体的に御説明いただきたいと思います。 

 

○田中会計課長 質疑について回答いたしま

す。 

 まず、大きく２点ございます。１点目が、

捜査用資機材の整備に要するもの、これは、

いわゆる解析に要するパソコン、これのリー

スですとか、あるいは警察内部の情報を共有

するためのネットワークシステムの更新な

ど、これらの資機材整備、これに2,800万ほ

どを要しております。 

 それから、大きい柱の２つ目ですが、捜査

員の能力向上に要する経費でございます。 

これは、民間事業が有します技術、これを

使用して、実践的な研修を職員に受けさせる

ことによってサイバー犯罪捜査に必要な能力

を向上させるということで、およそこれに60

0万ほどを計上しております。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 この予算が多い少ないというのは、私もま

だちょっと判断はしかねるんですけれども、

サイバー犯罪に対する人員は、本県警の職員

の皆さんは優れているというお話を聞いてお
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ります。 

 それで、これまでもこのサイバー犯罪対策

というのはずっと取り組んでおられると思う

んですけれども、これまでの成果、それとこ

の予算に対して期待される効果みたいなのは

何かお示しできますでしょうか。 

 

○二子石生活安全企画課長 生活安全企画課

から御説明いたします。 

 まず、サイバー犯罪の検挙状況について説

明させていただきたいと思います。 

 令和３年中の県下の検挙件数は245件、こ

れは、前年と比べますと24件増加というふう

になっております。 

 この検挙の主な罪種でございますけれど

も、不正アクセス禁止法違反、また、コンピ

ューター、電磁的記録対象犯罪、その他とし

ましてネットワーク利用の犯罪でございま

す。この中には、詐欺、児童買春、児童ポル

ノ、著作権法違反などが含まれております。 

 サイバー空間につきましては、もう今や決

済などが普通に行われております。実空間と

何の変わりのない空間になっておりますの

で、そのため県民がサイバー空間においても

安全、安心を実感できますようサイバー犯罪

取締りをやっているところなんですけれど

も、加えて民間事業者や学校などと連携した

サイバーセキュリティーなどに関する取組、

そして部内の人的基盤の強化について取り組

んでいるところですけれども、この特に部内

における人的基盤、これにつきましては、Ｊ

Ｃ３というのがございまして、これは国の産

学官連携の修学機関であります日本サイバー

犯罪対策センターのことを申します。そちら

のほうに捜査員１名を研修させるなど、さら

に人的基盤を強化しまして、いろんなサイバ

ー犯罪に対処していきたいというふうに考え

ております。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 今アクセス違反、コンピューター詐欺、様

々対応していただいているということなんで

すけれども、最近、特に小さい事案かもしれ

ないんですけれども、ネットの詐欺まがいと

いうのは、私にも毎日来ます。宅配便を装っ

た、もういかにも――もちろん、皆さん御存

じだと思うんですけれども、宅配便を装った

メール、それと国際的ないわゆる通販サイト

のメール、毎日来ます。ひどいときには１日

３通ぐらい来ます。 

 最近、私の義理の父にも、普通のガラケー

なんですけれども、ショートメールで来まし

た。いわゆる番号が何らかの形であれなのか

もしれないんですけれども、それを見てみる

と、電話があったので分かったんですけれど

も、更新の手続が迫っておりますか何か、も

っともらしいメッセージなんですよね。 

 これは、恐らくこれからもいたちごっこに

なるんじゃないかと思うので、先月だったん

ですか、流し目の杉良太郎さんが来られて、

お金というキーワードが出たら、たしか詐欺

だと何か言われてましたですよね。そういう

アピールを今もやっていただいていると思う

んですけれども、とにかくメールが来て、も

っともらしいメールであっても、まずは疑え

という発信は、これまで以上にやっていただ

きたいなという思いがあります。 

 一般質問でも、たしか警察本部長の答弁で

億単位の被害も出ていると聞きましたので、

本当にけしからない話ですけれども、特に高

齢者が――今ネット環境は、誰でもＤＸ、Ｄ

Ｘと叫んで、必ずスマホも持つ、携帯も持つ

時代なので、そこは本当にいたちごっこかも

しれないんですけれども、ぜひそのアピー

ル、とにかくまずは疑ってくださいと。 

 一時期は、オレオレ詐欺で電話がかかって

きたらみたいな話があったんですけれども、

今はもっと巧みに高度化、そしてもう何が間

違いなのかと、マークまでもそのままなの
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で、そこの取締りも強化してほしいぐらいな

んですけれども、それを本当に感じるところ

なので、ぜひそういうアピールも行っていた

だければというふうに思いますので、ぜひよ

ろしくお願いをいたします。 

 

○坂田孝志委員 ちょっとお尋ねしますが、

８ページ、交通安全施設費の14億。 

 議会の決議とかの中で予算が増額されたも

のであろうと思っていますが、前年対比では

どのくらいになっておりますか。 

 

○内田交通規制課長 交通規制課でございま

す。 

 交通安全の施設整備事業につきましては、

前年比で4.1％を要求しているところでござ

います。 

 以上です。 

 

○坂田孝志委員 4.1というのは大したこと

なかな。１割も増えとらぬですたいな。全体

では60億ぐらいあったと思ったけどな。土木

のほうでの歩道とかなんとかもあろうかと思

いますが、信号機、非常に要望は多いですよ

ね。4.1増えて、どれだけ要望に対してカバ

ーできる予定ですか。 

 

○内田交通規制課長 交通規制課です。 

 信号機につきましては、信号機予算だけに

特化いたしますと、8,000万の増額を要求し

ておりますので、この中で新設要望のありま

す箇所を点検いたしまして、可能な限り、条

件に達しているところに関しましては、整備

を進めていく予定としております。 

 

○坂田孝志委員 それで、要望してある分の

どれだけカバーできそうですかと。 

 

○内田交通規制課長 昨年の要望件数が約65

件でございました。この中から、現在設置可

能な場所を精査いたしまして、はっきりとし

た数はあれですが、10数か所ということを予

定しております。 

 

○坂田孝志委員 まだまだ足りないと思いま

すし、恐らくこういうのは集中してやっぱり

やりませんとですね。交通安全のためだか

ら。まあ、単年度じゃなかなか無理でしょう

から、２か年、３か年集中してやっぱり予算

確保に、今そういう機運が盛り上がっていま

すからですね。もうちょっと１割ていわんあ

るとだろうかと思ったら、少し心もとなかっ

たと思って。もう少しそれは遠慮せずに手を

挙げてよかばいた、そぎゃんとは。 

 

○内田交通規制課長 ありがとうございま

す。 

 

○坂田孝志委員 ぞぎゃん思いましてね、希

望があっている信号設置等々、なるべく早く

それに沿えるように、今後も取り組んでいた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○田代国広委員 ２ページの装備費の大幅な

前年対比減額となっていますが、その理由が

１つと、６ページのくまもとを支える安全安

心の確保の中で、防犯カメラについてのお話

があっておったようでございますが、今防犯

カメラの果たす役割は極めて大きいような気

がいたしております。いろんな犯罪で逮捕さ

れた場合、防犯カメラに写ってあるのが要因

で事件の解決につながるというふうなケース

が非常に多いようでございまして、そういっ

た視点から考えますと、防犯カメラの設置は

極めて大事な施策の一つだと思っておりま

す。 

 と同時に、この防犯カメラは、警察も設置
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する場合があるかと思いますが、ほかの自治

体あたりも、この防犯カメラの設置につい

て、今前向きと申しますか、実施されておる

ようでございますけれども、その辺のすみ分

けはどうなっておるんですか。例えば、警察

がつける防犯カメラの理由と申しますか、あ

とは自治体の判断で設置する理由、この辺の

すみ分けは何か基準はあるんですか。 

 

○田中会計課長 まず、私のほうから、田代

委員の１つ目の質問、２ページの装備費の減

額について説明させていただきます。 

 これは、２ページの説明資料の(3)ヘリコ

プター維持管理費とございますが、これとも

関連しまして、ヘリテレという、ヘリコプタ

ーから動画を撮影して伝送できるシステムが

ございますが、この工事を令和３年度実施し

ました関係で、その分増額、その工事が本年

度終わりましたので、その分が減額になって

おります。 

 以上です。 

 

○二子石生活安全企画課長 生活安全企画課

です。 

 自治体においての防犯カメラと警察の防犯

カメラのすみ分けでございますけれども、目

的は、その地域の安全、安心の確保というこ

とで、自治体も警察も設置しているところと

いうふうに認識しております。 

 今回、警察で今年度から防犯カメラの運用

を行っているところでございますけれども、

特に県民のプライバシーに対する配慮を確保

した適正な管理及び運用を行うため、熊本県

の公安委員会規則が制定されております。こ

れに基づきまして、各規程を作成いたしまし

て、適正な管理及び運用を行っております。

また、自治体が管理するところは、それに伴

うところの規程もあるかというふうに考えて

いるところであります。 

 ですから、先ほど委員のほうからも、防犯

カメラにつきまして、犯罪の検挙にもつなが

っているというところでございますので、そ

ういった事案が発生した際は、自治体のほう

に対しまして協力を依頼しているというとこ

ろでございます。 

 以上です。 

 

○田代国広委員 実は、私、個人的に防犯カ

メラの設置を考えているんですけれども、そ

れについて何か問題と申しますか、クリアし

なければならない法的なものがあるのでしょ

うか。自由ですか、これは。個人でつける場

合、何か法的にクリアしなければならないも

のがあるかどうかですけれども。 

 

○山川生活安全部長 生活安全部から回答い

たします。 

 個人で仮に玄関先、車庫等につけられる場

合、近隣の方の出入口の状況、これには配慮

する必要があるかと思います。一般道、いわ

ゆる自分の玄関先から公道だけを撮る分につ

いては、これは公道ですので大丈夫かなと思

いますけれども、これが他人の玄関口にわた

りますと、プライバシーの問題もございます

ので、配慮する余地があるかというふうに考

えます。 

 以上でございます。 

 

○岩田智子委員 ７ページの、先ほどサイバ

ー犯罪の件がありましたけれども、２番目の

ストーカー、ＤＶ等の対策推進に関してなん

ですけれども、新聞にも載ってましたけど、

少しＤＶとかストーカーが増えている現状が

あって、大変じゃないかなと思っているんで

すが、予算的にはそう多くないので、これで

いいのだろうかということと、その中身をも

う少し詳しく、これに幾らみたいなのが分か

ればお願いします。 

 

○田中会計課長 岩田委員御指摘の予算の額
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につきましては、これまでの熊本県での発生

状況、県警の認知状況、これを勘案しました

ところで、警察としましては妥当なところと

考えております。 

 それから、この説明資料の中身の詳細につ

いてですが、まず、被害者の安全確保、検挙

等、これは、例えば被害者宅、相談のあった

方に防犯カメラ、これを設置する、その委託

費ですとか、あるいはストーカー、ＤＶの被

害に遭われた方に対する法的な内容も含めま

したリーフレット、いわゆる説明書、これの

作成、配付、あるいはストーカー、先ほど説

明いたしましたストーカー行為者に対する精

神的医学あるいは心理学的なアプローチ面か

らのカウンセリング、これに要する経費等々

になっております。 

 以上です。 

 

○岩田智子委員 警察にはいろいろ御相談が

あって、助かったという方のお話もいろいろ

聞いているので――ないのが本当に一番いい

んだと思いますけれども、これまでのいろん

なことを勘案して妥当な予算だということ

で、加害者のほうも、ちゃんとカウンセリン

グを受けて更生というかな、何かうまくいく

ようにしていただければと思います。 

 ちょっと増えているのがとても心配なの

で、コロナ禍というところの何かいろんな問

題もあるのかとも思いますけれども、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○岩本浩治委員 ５ページでございます。 

 大変警察職員の方々には治安維持のために

御尽力いただいておりまして、感謝申し上げ

るんですが、私、５ページの留置管理費の中

に被留置者の食糧費とあるわけですが、被留

置者、これは何らかの関係で留置されるわけ

ですから、食糧まで要らないかなと。そうい

うのはどうも私は分からないんですが……

(発言する者あり)それは、後で徴収とかです

ね。それよりも、私は、警察職員の備品、装

備に使ったほうがいいんじゃないかなという

のが私の正直なところなんです。まあ、そう

いうのをちょっと感じまして。 

 それと、阿蘇署も出来上がって、視察に行

きましたが、大変留置のところもすばらし

い。人権へ配慮しているというのは分かるん

ですけれども、やっぱりあんまり、犯罪を犯

すような、また、留置されるような人に、こ

れを言うちゃいかぬのでしょうけど、プライ

バシーをあまりにも考え過ぎじゃないかなと

いうのがちょっと私引っかかるところなんで

す

よ。まあ、そういう部分で、留置食糧費 

5,000万近く組んでいますので、お聞きした

いなと思って。 

 

○林首席監察官 警察のほうでは、犯罪捜査

の必要から、被疑者、容疑者となった方々を

一時的に警察の留置施設に収容し、取調べ等

必要な捜査をする必要があるために、刑事施

設法ですとか関係規定に基づいて留置業務を

行わせていただいているところでございま

す。 

 この留置業務につきましては、いまだ正式

裁判が行われる前の段階から留置するような

場面でございますので、人権には十分配慮し

た上、被留置者の処遇にも十分配慮する必要

があると考えております。 

 そのような観点から、被留置者の食糧費に

つきましては、１食当たりの予算額について

も、全国的な統一が図られた中で行わせてい

ただいているものでございますので、どうか

警察の留置業務に御理解をいただきたいと考

えております。 

 よろしくお願いいたします。 
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○岩本浩治委員 十分分かります。十分分か

りますけれども、やはり、後ででも飯代を、

飯代というか、食糧費、本人たちも出せとい

うような、これは当然じゃないかと思うんで

すけどね。 

 まあ、国がそういう決めているなら仕方な

いんですけれども、ちょっとそういう面では

あまりにも留置される方々は、減ればいいん

ですけれども、ずっと増えていくというのが

どうも――。そしてまた、それを税金で賄う

と。やはり食費ですから、後で徴収とかでき

ないものかなというふうに思った次第です。 

 分かりました。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○髙木健次委員 ３ページなんですけれど

も、花畑交番整備事業ということで予算を計

上されておりますが、建て替えに伴う経費だ

ろうと思いますけれども、交番用地の購入も

含めて、これからのスケジュールとか、この

概要をちょっと説明していただけるならばと

思います。 

 

○田中会計課長 会計課でございます。 

 髙木委員御指摘について回答いたします。 

 花畑交番整備事業の今後のスケジュールに

つきましては、まず、令和４年度、今回要求

をお願いしていますとおり、拡大用地を購入

いたします。令和５年度に設計委託をいたし

まして、実際には令和６年度、７年度、この

２か年にわたって建設工事を行いまして、７

年度までの完成を見込んでおります。 

 以上でございます。 

 

○髙木健次委員 大体これから３～４年の計

画ということであると思いますけれども、非

常にあのかいわいは犯罪等も多くなっている

んじゃないのかなという感じがしますので、

できるだけ早くこれはやっぱり完成させてい

ただきたいというふうに思っております。 

 ただ、面積が、用地が、ちょっと今の現状

で少ないわけですね。用地の拡張ということ

もあると思いますが、あの周辺の拡張なんで

すかね、続き地の。その辺はいかがですか。 

 

○田中会計課長 花畑交番付近の地理、御存

じと思われますが、現在の交番のいわゆる裏

手、公園の部分になりますが、ここの部分を

拡張して購入いたします。 

 参考まで、現在の敷地の広さが約114平米

ですが、これプラス161平米を拡大いたしま

す。 

 以上でございます。 

 

○髙木健次委員 約倍の面積になるというこ

とですけれども、非常に今、先ほど申し上げ

とおり、犯罪の抑止とかというのに大きな効

果を発揮するというふうに思いますので、な

るだけ早く整備してほしいというふうに思い

ます。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。

――なければ、これで警察本部に係る質疑を

終了します。 

 それでは、説明員の入替えのため、ここで

５分間休憩いたします。 

  午前10時42分休憩 

――――――――――――――― 

  午前10時44分開議 

○吉田孝平委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 まず、付託議案等について執行部の説明を

求めた後、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま、簡潔に行ってくださ

い。 

 それでは、教育長から総括説明を、続いて
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担当課長から資料に従い順次説明をお願いし

ます。 

 初めに、古閑教育長。 

 

○古閑教育長 吉田委員長をはじめ委員の皆

様方におかれましては、この１年間、教育行

政全般にわたりまして、熱心に御指導、御助

言をいただきまして、誠にありがとうござい

ました。 

 それでは、今回提案しております教育委員

会関係の後議議案の概要について御説明をい

たします。 

 まず、令和４年度当初予算ですが、一般会

計及び特別会計合わせて、教育委員会総額で 

1,251億4,321万円余をお願いしております。 

 令和４年度は、第３期教育プランに基づ

き、子供たちの夢を実現する教育を推進する

ため、安全、安心な学校づくり、学力の向

上、魅力ある県立高校づくりなどに重点的に

取り組むとともに、熊本地震や令和２年７月

豪雨からの創造的復興、新型コロナウイルス

感染症への対応を進めてまいります。 

 主な事業としましては、まずはスクールカ

ウンセラー、スクールソーシャルワーカーの

活用や県立学校における空調関係経費の公費

負担への移行に向けた空調未設置校への空調

整備など、誰もが通いたい安全、安心な学校

づくりを目指します。 

 次に、学力向上や学級経営に向けたアドバ

イザーの派遣、教員の指導力向上を学校現場

でリードするスーパーティーチャーの増員、

夜間中学の新設準備など、夢の実現に向け

た、誰一人取り残さない学びの推進に取り組

みます。 

 次に、入学希望者の増加等に向けた県立高

校の魅力化、特色化の推進、高森高校漫画関

連学科の設置に伴う実習室等の整備など、み

んなから選ばれる魅力ある県立学校づくりに

取り組みます。 

 また、令和２年７月豪雨により通学困難と

なった生徒の通学支援や被災した文化財の復

旧、ＩＣＴ企業と連携した教職員、生徒向け

の研修の充実など、一日も早い復旧と創造的

復興に取り組みます。 

 さらに、新型コロナを踏まえた対応とし

て、教員の業務増加に対応するために、教員

業務支援員の配置や教職員のＩＣＴ活用指導

力向上及び情報モラル等の研修の実施、過密

乗車を避けるための特別支援学校通学バスの

増便などを行います。 

 このほか、債務負担行為、54億4,172万円

余の設定についてもお願いしております。 

 次に、条例等議案関係ですが、熊本県学校

給食費等の管理に関する条例の制定について

外２件について提案しております。 

 なお、今回、令和３年度２月補正予算の追

号として、クラスター発生防止のための小学

校の教職員等に対する抗原検査に要する経費

１億8,292万円余の増額補正等もお願いして

おります。 

 最後に、その他報告事項としまして、２件

御報告をさせていただきます。 

 以上が今議会に提案申し上げております後

議議案等の概要でございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明さ

せていただきますので、御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

 

○吉田孝平委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○井藤教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 お手元の説明資料、括弧書きで「令和４年

度当初予算等」と記載してある資料を御覧く

ださい。 

 教育委員会の令和４年度当初予算につい

て、各課から主な事業と新規事業を中心に説

明させていただきます。よろしくお願いいた

します。 
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 それでは、教育政策課の事業について御説

明します。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 ２ページ１段目の教育委員会費ですが、 

974万9,000円を計上しております。 

 右側の説明欄１の(1)教育委員会委員報酬

等は、教育委員５人の報酬に要する経費でご

ざいます。 

 次に、２段目の事務局費ですが、10億 

7,807万3,000円を計上しております。 

 右側の説明欄１、事務局運営費等の(2)熊

本県教育情報化推進事業は、県立学校の教育

用パソコン等のリースやネットワークの保守

管理等に要する経費でございます。 

 また、新型コロナウイルス感染症を踏まえ

た対応として、教員のＩＣＴ活用スキル、児

童生徒の情報モラル向上のための研修費用

や、令和２年７月豪雨対応として、球磨川流

域においてＩＣＴ教育をより推進していくた

めの取組に要する経費を計上しております。 

 次に、３段目の教職員人事費ですが、２億

3,107万4,000円を計上しております。 

 右側の説明欄１の(1)教職員住宅建設償還

金及び財産処分費は、教職員住宅建設償還金

及び廃止住宅の処分に要する経費でございま

す。 

 ３ページをお願いします。 

 ２段目の教育センター費ですが、8,386万

5,000円を計上しております。 

 右側の説明欄１の(1)管理運営費は、教育

センターの維持管理及び運営に要する経費で

ございます。 

 また、３、研修事業費の(2)及び(3)の初任

者研修は、県立学校及び小中学校の初任者を

対象とした研修に要する経費でございます。 

 なお、この教育センター費につきまして

は、前年度と比較して8,816万円減となって

います。 

これは、初任者の代替として授業を行う非

常勤講師の人件費等について、令和４年度か

ら学校人事課の事業に計上することによる減

でございます。 

 ４ページをお願いします。 

 恩給及び退職年金費ですが、5,568万円を

計上しております。 

 右側の説明欄１の(1)恩給及び退職年金費

は、共済制度発足以前に退職した教育職員本

人に対する恩給及び遺族に対する扶助料でご

ざいます。 

 以上、総額14億5,844万1,000円を計上して

おります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

○西尾教育総務局長 教育総務局長でござい

ます。 

 本日、学校人事課長が欠席となりましたの

で、代わって御説明させていただきます。 

 各事業の説明に先立ちまして、今回計上し

ております教職員の給与費につきましては、

各課に共通する事項ですので、一括して学校

人事課の例で御説明させていただきます。 

 それでは、説明資料の５ページをお願いい

たします。 

 １段目の事務局費の右側、説明欄を御覧く

ださい。 

 １、職員給与費につきましては、職員の給

与について、令和４年１月１日現在の職員に

係る給与費から定年等の退職者分を除き、新

規採用者や再任用者等の見込額を加えたもの

でございます。 

 以下、学校人事課の教職員給与費及び文化

課、施設課、体育保健課、社会教育課の職員

給与費につきましても同様ですので、当課及

び各課からの詳細の説明は省略させていただ

きます。 

 それでは、学校人事課の各事業について御

説明いたします。 

 １段目の事務局費ですが、事務局職員に係

る給与費及び退職手当等として、16億2,216

万円を計上しております。 
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 次に、２段目の教職員人事費ですが、138

億9,866万円を計上しております。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 主なものとして、１、退職手当、２、児童

手当のほか、３、管理運営費となっておりま

す。 

このうち、３、管理運営費の(1)管理事務

費に、新たに県立学校の学校給食費の公会計

化等に要する経費を計上しております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 １段目の右側、説明欄の(5)教育サポート

事業に、新型コロナウイルス感染症対策によ

り業務が増加した教員等を支援するため、小

中学校に教員業務支援員を配置するための経

費を計上しております。 

(6)就学支援金交付等事業は、公立高等学

校の高校生に係る就学支援金の支給及び授業

料の徴収に要する経費でございます。 

また、(7)教員の指導力向上事業は、教員

の人材育成や指導力向上を図ることを目的と

した県立学校及び小中学校のスーパーティー

チャーの配置に伴う旅費や代替の非常勤講師

に要する経費でございます。 

 ２段目の教職員費ですが、小学校分とし

て、366億7,999万6,000円を計上しておりま

す。 

 ７ページをお願いいたします。 

 １段目の教職員費ですが、中学校分とし

て、212億1,396万8,000円を計上しておりま

す。 

小学校、中学校、いずれも教職員の給与費

及び旅費でございます。 

 ２段目の教育振興費ですが、県立中学校３

校の運営費として、2,681万6,000円を計上し

ております。 

 次に、３段目の高等学校総務費ですが、高

等学校教職員の給与費及び学校運営として、 

242億8,620万3,000円を計上しております。 

 ４段目の全日制高等学校管理費ですが、14

億2,607万3,000円を計上しております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 １段目の定時制高等学校管理費ですが、 

2,421万5,000円を計上しております。 

２段目の通信教育費ですが、497万8,000円

を計上しております。 

いずれも高等学校の運営費及び教職員の旅

費でございます。 

 ３段目の特別支援学校費ですが、特別支援

学校教職員の給与費、学校運営費及び就学奨

励費として、109億6,198万7,000円を計上し

ております。 

 右側、説明欄の２、学校運営費の(4)特別

支援学校通学バス感染症対策事業は、令和２

年度からのコロナウイルス感染症対策を継続

し、特別支援学校の通学バスの過密乗車を避

けるために増便するための経費でございま

す。 

 以上、総額1,101億4,505万6,000円を計上

しております。御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

 

○宮﨑文化課長 文化課でございます。 

 説明資料の９ページをお願いします。 

 文化費ですが、４億4,009万8,000円を計上

しております。 

 右側の説明欄２、文化振興費の(2)美術館

分館管理運営費は、美術館分館の指定管理に

要する経費でございます。 

 次に、４、文化財保存管理費の(1)文化財

保存事業は、国・県指定文化財の保存整備を

行う市町村等に対する助成でございます。 

次に、(3)被災文化財保存復旧支援事業

は、熊本地震及び７月豪雨で被災した未指定

歴史的建造物の復旧に係る民間所有者支援に

要する経費でございます。 

 10ページ、１段目をお願いいたします。 

 右側、説明欄の(4)装飾古墳館関係経費

は、装飾古墳館の管理運営及び企画展開催等

に要する経費でございます。 

次に、(6)鞠智城関係経費は、鞠智城跡の
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管理運営及び国特別史跡指定に向けた取組に

要する経費でございます。 

 ２段目の美術館費ですが、２億8,922万円

を計上しております。 

 右側の説明欄２(1)管理運営費は、美術館

本館の管理運営に要する経費でございます。 

 次に、４の(1)展覧会事業費は、美術館主

催及び共催の展覧会の開催に要する経費でご

ざいます。 

 次に、11ページ、１段目をお願いします。 

 右側の説明欄５、美術館施設整備費の(1)

県立美術館本館改修整備事業は、美術館本館

の保全計画に基づくエレベーター更新等の工

事設計に要する経費でございます。 

 次に、６、永青文庫推進事業費の(1)細川

コレクション永青文庫推進事業は、永青文庫

所蔵美術品の常設展示及び展示する美術品等

の調査研究に要する経費でございます。 

 ２段目の教育施設災害復旧費ですが、３億

5,908万4,000円を計上しております。 

 右側の説明欄１、社会教育施設災害復旧費

の(1)文化財災害復旧事業及び(2)文化財災害

復旧事業(令和２年７月豪雨)は、熊本地震及

び７月豪雨で被災した国・県指定文化財の復

旧に要する経費でございます。 

次に、(3)鞠智城跡災害復旧事業は、令和

２年７月豪雨で被災した鞠智城内ののり面の

復旧に要する経費でございます。 

 以上、総額10億8,840万2,000円を計上して

おります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

○東施設課長 施設課でございます。 

 説明資料の12ページをお願いいたします。 

 ２段目の全日制高等学校管理費ですが、１

億7,164万円を計上しております。 

 右側の説明欄１の(1)高等学校施設維持管

理費は、県立高等学校施設設備の法定検査な

ど、維持管理に要する経費を計上するもので

ございます。 

 次に、３段目の学校建設費ですが、29億 

8,412万9,000円を計上しております。 

 説明欄１の(1)校舎新・増改築事業(単県)

は、熊本工業高校実習棟改築の第３期工事に

要する経費を計上するものでございます。 

 (2)県立高等学校施設整備事業は、小川工

業高校実習棟改築工事ほか35件に要する経費

及び県立高校における空調関係経費の公費負

担への移行に向け、阿蘇中央高校ほか未設置

２校への空調整備に要する経費を計上するも

のでございます。 

 13ページをお願いします。 

 １段目の特別支援学校費ですが、20億831

万8,000円を計上しております。 

 説明欄１の(2)特別支援学校施設整備事業

は、菊池支援学校中学部棟トイレ改修工事ほ

か９件に要する経費を計上するものでござい

ます。 

(3)特別支援教育環境整備事業は、球磨支

援学校移転整備工事ほか３件に要する経費を

計上するものでございます。 

 以上、総額51億6,806万8,000円を計上して

おります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

○重岡高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の14ページ、１段目をお願いしま

す。 

 事務局費ですが、7,239万8,000円を計上し

ております。 

 右側の説明欄１、事務局運営費等の(2)県

立高校魅力化きらめきプランですが、これ

は、各学校のスクール・ミッション等を具現

化するため、新たに県独自の研究指定校を設

定して具体的に支援するなど、県立高校の学

びの特色化、魅力化の推進等に要する経費を

計上するものでございます。 

 次に、２段目の教育指導費ですが、７億 

529万9,000円を計上しております。 
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 右側の説明欄１、指導行政事務費の(3)高

等学校等通学支援事業(７月豪雨対応分)です

が、これは、令和２年７月豪雨により通学困

難となった生徒の通学支援に要する経費でご

ざいます。 

 次に、２、学校教育指導費の(2)高校生キ

ャリアサポート事業ですが、これは、高校生

の就職のための求人開拓や就職相談を行うキ

ャリアサポーター等の配置に要する経費でご

ざいます。 

 15ページをお願いします。 

 １段目の右側の説明欄(5)創造的教育方法

実践プログラム事業ですが、これは、令和４

年度から国が新たに取り組む事業を活用する

新規事業で、ＩＣＴ等を活用した先端的な学

びに関する教育方法の開発に要する経費でご

ざいます。 

 ４段目の教育振興費ですが、９億459万 

4,000円を計上しております。 

 右側の説明欄２、定時制通信制修学奨励事

業費の(1)定通教育修学奨励事業ですが、こ

れは、県立高校定時制及び通信制課程の生徒

への修学奨励資金の貸与等に要する経費でご

ざいます。 

 16ページをお願いします。 

 １段目の右側の説明欄４、高等学校等進学

奨励費の(1)奨学のための給付金事業です

が、これは、経済的理由により就学困難な公

立高等学校の高校生に対する給付金の支給に

要する経費でございます。 

 ２段目の学校建設費ですが、7,382万2,000

円を計上しております。 

 右側の説明欄１、県立高等学校施設整備費

の(1)高森高校環境整備事業ですが、これ

は、新規事業で、高森高校の漫画関連学科設

置に伴う実習室の整備等に要する経費でござ

います。 

 ３段目の県立高等学校実習資金特別会計繰

出金ですが、１億628万7,000円を計上してお

ります。 

これは特別会計への繰出金でございます。 

 17ページをお願いします。 

 熊本県立高等学校実習資金特別会計でござ

います。 

 １段目の農業高等学校費ですが、２億 

4,182万7,000円を計上しております。 

 右側の説明欄１、農業高等学校実習費の

(2)農業高等学校費(経常)は、農業関係高校

における実習運営に要する経費でございま

す。 

 ２段目の水産高等学校費ですが、１億 

4,739万9,000円を計上しております。 

 右側の説明欄１、水産高等学校実習費の

(3)水産高等学校費(臨時)は、水産高校にお

ける実習船整備に要する経費でございます。 

 18ページをお願いします。 

 熊本県育英資金等貸与特別会計でございま

す。 

 育英資金等貸付金ですが、７億2,432万 

3,000円を計上しております。 

 以上、一般会計、特別会計合わせまして、

総額29億9,280万1,000円を計上しておりま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○牛野特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 説明資料19ページをお願いいたします。 

 １段目の教育指導費でございますが、１億

6,302万6,000円を計上しております。 

 右側の説明欄１の(2)ほほえみスクールラ

イフ支援事業ですが、これは、特別支援学校

及び高等学校の児童生徒に対する医療的ケア

に要する経費でございます。 

 次に、(4)発達障がい等支援事業ですが、

これは、発達障害等のある児童生徒への支援

に要する経費でございます。 

 ２段目の特別支援学校費でございますが、

１億3,682万円を計上しております。 

 右側の説明欄１の(1)県立特別支援学校管
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理運営費ですが、これは、新設３校及び新た

に移転します天草支援学校高等部１校の運営

に要する経費でございます。 

 以上、総額２億9,984万6,000円を計上して

おります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 学校安全・

安心推進課でございます。 

 説明資料の20ページをお願いいたします。 

 １段目の教育指導費ですが、３億2,662万

7,000円を計上しております。 

 右側の説明欄１、児童生徒の健全育成費の

(3)スクールカウンセラー活用事業ですが、

これは、いじめ、不登校、地震、豪雨災害等

に係る児童生徒へ対応するためのスクールカ

ウンセラーの配置に要する経費でございま

す。 

(4)のスクールソーシャルワーカー活用事

業でございますが、これは、いじめ、不登

校、地震、豪雨災害等に係る児童生徒へ対応

するためのスクールソーシャルワーカーの配

置に要する経費でございます。 

 ２段目の保健体育総務費ですが、２億 

3,612万円を計上しております。 

 右側の説明欄１、学校保健給食振興費の

(1)日本スポーツ振興センター事業でござい

ますが、これは、学校管理下における災害共

済給付に要する経費でございます。 

 以上、総額５億6,274万7,000円を計上して

おります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

○平江体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 説明資料の21ページをお願いします。 

 １段目の保健体育総務費ですが、２億 

4,396万4,000円を計上しております。 

 右側の説明欄２、学校保健給食振興費の

(1)県立学校における健康診断ですが、これ

は県立学校児童生徒及び教職員の健康診断に

要する経費でございます。 

次に、(2)学校医、学校歯科医、薬剤師等

の設置ですが、これは、児童生徒等の健康保

持、増進のための県立学校における学校医等

の設置に要する経費でございます。 

 ２段目の体育振興費ですが、３億3,688万

2,000円を計上しております。 

 右側の説明欄１、学校体育振興費の(1)部

活動指導員配置事業ですが、これは、部活動

指導員の配置に要する経費でございます。 

 次に、２、社会体育振興費の(1)国民体育

大会ですが、これは、国民体育大会への県選

手団の派遣等に要する経費でございます。 

 (2)九州地区国民体育大会ですが、これ

は、令和４年度に本県で開催される九州地区

国民体育大会の運営費補助及び県選手団の派

遣等に要する経費でございます。 

(3)くまもとワールドアスリート事業です

が、これは、国際大会で活躍する次世代トッ

プアスリートの発掘、育成、強化に要する経

費でございます。 

 22ページをお願いします。 

 体育施設費ですが、10億3,641万8,000円を

計上しております。 

 右側の説明欄１、県営体育施設管理費の

(1)運動公園管理運営費及び(2)県立総合体育

館管理運営費ですが、県営体育施設６施設の

指定管理委託等に要する経費でございます。 

 次に、２、県営体育施設整備費の(1)県営

体育施設整備事業ですが、県営体育施設の計

画的な改修等に要する経費でございます。 

 以上、総額16億1,726万4,000円を計上して

おります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

○竹中義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 説明資料の23ページをお願いいたします。 

 教育指導費でございますが、右側の説明欄
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１の(3)夜間中学整備事業ですが、これは、

新規事業で、夜間中学設置に向けた準備に要

する経費を計上するものでございます。 

 ２の(2)学力向上対策事業ですが、これ

は、学力向上の推進及び県学力・学習状況調

査の実施に要する経費を計上するものでござ

います。 

 次に、24ページをお願いいたします。 

 (8)英語検定チャレンジ事業ですが、これ

は、検定試験にチャレンジする生徒を支援す

るための受験料補助に要する経費を計上する

ものでございます。 

(10)海外留学促進事業ですが、これは、州

立モンタナ大学への高校生派遣及び海外留学

する高校生に対する渡航経費の助成等に要す

る経費でございます。 

(11)ＡＬＴ活用促進事業ですが、これは、

ＡＬＴの効果的な配置、活用による英語教育

の充実に要する経費を計上するものでござい

ます。 

(13)低学年わくわく学習支援員配置事業で

すが、これは、新規事業で、小学校低学年児

童の学力向上を目的とした学習支援員の追加

配置を行う市町村に対する助成でございま

す。 

 次に、25ページをお願いいたします。 

 ４の(1)学級経営等支援事業ですが、これ

は、学級経営や学力に課題を抱える学校への

助言を行うアドバイザーの派遣に要する経費

を計上するものでございます。 

 以上、総額４億5,477万4,000円を計上して

おります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

○須惠社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 説明資料の26ページをお願いします。 

 社会教育総務費でございますが、９億 

2,519万4,000円を計上しております。 

 右側の説明欄２、地域・家庭教育力活性化

事業費の(1)「親の学び」推進事業ですが、

これは、保護者の相談機会の充実や系統的な

学習プログラムの普及啓発等に要する経費で

ございます。 

 次に、４、社会教育諸費の(5)青少年教育

施設管理運営費ですが、県立天草青年の家な

ど４つの青少年教育施設の指定管理に要する

経費が３億1,107万3,000円、保全計画に基づ

く工事等に要する経費が２億7,035万6,000円

でございます。 

 次に、27ページをお願いします。 

 図書館費でございますが、３億9,684万 

7,000円を計上しております。 

 右側の説明欄３、事業費の(4)「萩原朔太

郎大全2022」に係る企画展の開催ですが、こ

れは、新規事業でございまして、全国各地の

文学館において一斉に開催する企画展「萩原

朔太郎大全2022」の開催に要する経費でござ

います。 

 以上、総額13億2,204万1,000円を計上して

おります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

○井上人権同和教育課長 人権同和教育課で

ございます。 

 説明資料の28ページをお願いします。 

 １段目の教育指導費ですが、606万4,000円

を計上しております。 

 右側の説明欄１、学校教育指導費の(2)各

種人権教育研修事業ですが、これは、教職員

の指導力の向上を図るための研修に要する経

費及び新型コロナウイルス感染症に関する偏

見や差別の未然防止対策に要する経費でござ

います。 

 次に、２段目の教育振興費ですが、1,377

万9,000円を計上しております。 

 右側説明欄１、高等学校等進学奨励費の

(1)高等学校等進学奨励事業ですが、これ

は、地域改善対策高等学校等奨学資金の返還

事務に要する経費でございます。 



第７回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（令和４年３月10日) 

 - 19 - 

 次に、３段目の社会教育総務費ですが、 

1,392万9,000円を計上しております。 

 右側説明欄１、人権教育振興費の(1)熊本

県子ども人権フェスティバル事業ですが、こ

れは熊本県人権子ども集会の運営に要する経

費でございます。 

(2)人権教育促進事業等ですが、これは人

権教育関係団体への事業費補助及び地域人権

教育指導員研修等に要する経費でございま

す。 

 以上、総額3,377万2,000円を計上しており

ます。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○宮﨑文化課長 文化課でございます。 

 説明資料の29ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定について御説明いたし

ます。 

 県立美術館分館改修事業ですが、これは、

県立美術館分館のエレベーター等に係る改修

工事の事業期間を14か月程度確保する必要が

あるため、債務負担行為を設定するものでご

ざいます。 

 工事請負費及び委託料として２億1,284万

2,000円を計上しております。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○東施設課長 施設課でございます。 

 説明資料の30ページをお願いいたします。 

 １段目の熊本工業高校実習棟改築工事です

が、これは、熊本工業高校実習棟改築の第３

期工事の工期を17か月程度確保する必要があ

るため、債務負担行為を設定するものでござ

います。 

 管理委託費及び工事請負費として11億 

3,366万6,000円を計上しております。 

 次に、２段目の小川工業高校実習棟改築工

事ですが、これは、小川工業高校実習棟改築

工事の工期を24か月程度確保する必要がある

ため、債務負担行為を設定するものでござい

ます。 

 同じく、13億6,237万9,000円を計上してお

ります。 

 次に、３段目の県立高等学校仮設校舎賃借

ですが、これは、済々黌高校及び第一高校の

長寿命化改修工事による校舎整備の完了まで

の間、仮設校舎の賃借が必要となり、入札手

続及び使用期間を57か月程度確保する必要が

あるため、令和５年度から９年度まで債務負

担行為を設定するものでございます。 

 使用料及び賃借料として６億8,152万1,000

円を計上しております。 

 次に、４段目の県立高等学校空調設備整備

事業ですが、これは、県立高校における空調

関係経費の公費負担への移行に伴う未設置校

への空調設置工事の工期を令和４年12月から

10か月程度確保する必要があるため、債務負

担行為を設定するものでございます。 

 管理委託費及び工事請負費として１億 

4,432万1,000円を計上しております。 

 次に、５段目の球磨支援学校整備事業です

が、これは、球磨支援学校移転整備工事の工

期を23か月程度確保する必要があるため、債

務負担行為を設定するものでございます。 

 同じく、19億699万9,000円を計上しており

ます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○西尾教育総務局長 学校人事課でございま

す。 

 説明資料の31ページをお願いいたします。 

 第73号議案として、熊本県学校給食費等の

管理に関する条例の制定について提案してお

ります。 

 概要につきましては、33ページを御覧くだ

さい。 

 これは、学校給食費等につきまして、県の

歳入歳出予算に計上し、県が徴収し及び管理
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する公会計方式に移行するに当たり、必要な

事項を定めるものでございます。 

 国において、学校における働き方改革を進

めるため、学校給食費等の公会計化を推進し

ていることに伴い、本県でも公会計方式に移

行するものでございます。 

 施行日につきましては、令和５年４月１日

としております。 

 なお、開始前年度から、保護者への周知、

口座振替登録等の準備行為が必要なため、条

例の施行日の前年度の２月議会定例会におい

て提案するものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○須惠社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 説明資料の34ページをお願いします。 

 第75号議案として、財産の減額貸付けにつ

いて御説明いたします。 

 本日は、右側の35ページ、条例等議案関係

の概要に沿って説明させていただきます。 

 まず、１、提案の概要ですが、一般財団法

人熊本県青年会館に対して減額貸付けしてい

る県有地の貸付期間が、令和４年３月31日を

もって満了することに伴い、更新を行うもの

です。 

 次に、２、貸付けの概要ですが、熊本市中

央区水前寺３丁目に所在する土地で、一般財

団法人熊本県青年会館に対し、現在、当該法

人の建物の用地として県有地を貸し付けてお

ります。 

 次に、３、減額貸付けの理由ですが、当該

法人が県内の青少年団体の育成や活動支援に

係る事業等を行っており、その活動には公益

性が認められることから、減額率65％の減額

貸付けを行うものでございます。 

 次に、４、減額率の根拠でございますが、

当該県有地に関し、県が、熊本市に対して、

毎年、国有資産等所在市町村交付金を交付す

る必要があるため、この交付金の算定額、当

該土地の固定資産評価額の1.4％と同額を、

当該法人から貸付料として徴収するものであ

ります。この額が本来の貸付料の35％になる

ことから、65％の減額とするものです。 

 ５、貸付期間は、令和４年４月１日から令

和７年３月31日までです。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○重岡高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の36ページをお願いします。 

 第78号議案として、権利の放棄について提

案しております。 

 これは、育英資金貸与金債権のうち、貸与

の相手方と連帯保証人の破産により、今後回

収の見込みがない２件について、地方自治法

第96条第１項の規定による権利の放棄の議決

をお願いするものでございます。 

 概要につきましては、37ページを御覧くだ

さい。 

 放棄する権利は、２件を合計しまして、未

償還元金135万2,938円、延滞利息１万9,939

円でございます。 

 本件は、２件とも、貸与の相手方と連帯保

証人に電話及び文書催告等により貸与金の回

収努力を行ってまいりましたが、破産法によ

る免責許可決定が確定したことから、今後貸

与金の回収の見込みがないと判断し、権利の

放棄の議決をお願いするものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○西尾教育総務局長 学校人事課でございま

す。 

 お手元の説明資料、括弧書きで「令和３年

度２月補正予算関係追号」と記載してある資

料を御覧ください。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 
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 教職員人事費ですが、１億8,292万6,000円

を計上しております。 

 右側の説明欄１、管理運営費の(1)学校に

おけるクラスター発生防止対策事業は、小学

校の教職員等に対する感染者の早期探知やク

ラスター発生防止及び濃厚接触者となった場

合の自宅待機を早期に解除するための抗原検

査に要する経費でございます。 

 続きまして、３ページをお願いいたしま

す。 

 繰越明許費補正の変更について御説明いた

します。 

 教育費の教育総務費ですが、２億226万 

9,000円の設定額の増額変更をお願いしてお

ります。 

 これは、今増額補正をお願いしました学校

におけるクラスター発生防止対策事業につき

まして、感染拡大が落ち着くまで、当面の間

抗原検査の継続実施が必要であり、年度内の

執行が困難であるため、繰越しの設定をお願

いするものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

いたします。 

 

○吉田孝平委員長 以上で教育委員会の説明

が終わりましたので、質疑を受けたいと思い

ます。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をお願いします。 

 それでは、質問はございませんか。 

 

○岩田智子委員 今御説明があった抗原検査

の件についてお伺いします。 

 クラスターなんかの発生を防止するという

ことで、唾液でする抗原検査、各学校に全て

渡してあるわけなのか。何かがあったとき

に、その使い方というか、それをちょっと教

えてください。 

 

○西尾教育総務局長 今回の補正予算でござ

いますが、改めて今学校のほうに要望調査を

しておりますけれども、要望があったところ

については追加で抗原検査キットを送付する

というものでございます。使い方は従来と変

わっておりません。 

 

○岩田智子委員 分かりました。じゃあ、一

応調査で希望があったところにはまた出すと

いうことですね。分かりました。ありがとう

ございました。 

 

○坂田孝志委員 高校の空調のことです。こ

れは、12ページと繰越しも関係しますかね。 

 空調は、本当にいい決断をしてもらったな

と思って感謝しております。それで、確認で

すが、各学校のＰＴＡで次期整備に向けて積

んでおられる積み金といいますか、基金とい

いますか、あれはどういう扱いになるんです

かね。 

 

○東施設課長 施設課でございます。 

 お尋ねの積立金でございますけれども、通

常、空調設備の公費化という場合には、空調

機器、それからもう一つは、今委員おっしゃ

った積立金、その２つが大きな要素になって

くるかと思います。 

 空調の公費化と申しますが、具体的には、

空調に関する整備費、それから、更新費、維

持管理費等を公費で負担させていただくとい

うことになるんですが、その前段階としてご

ざいますのが、今ＰＴＡで設置をなさってお

ります空調機器を県に寄附いただくというこ

とがございます。 

 その機器の寄附というところを考えた際に

は、空調機器は各学校で状況が異なっており

ます。具体的に申しますと、新しい機器があ

るかといえば、古い機器もございます。そこ
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で、機器だけを寄附していただいた際の公平

性というのを考えたときには、新しい機器は

どうしても機器としての価値が高うございま

すが、古い機器は価値が低うございます。そ

こで、その公平性を担保するために、機器に

加えて、その機器の更新のために積み立てら

れた積立金、そちらも併せて御寄附いただく

というふうなことが、公平性を保つ方法とし

て考えられるのではないかと思っておりま

す。 

 積立金は、機器の更新のために積み立てて

いらっしゃいますので、将来的にその機器の

更新につながる積立金の使い方ということに

なりますので、機器とそれから積立金の併せ

ての御寄附を御提案させていただいていると

ころでございます。 

 

○坂田孝志委員 そうかな。そういうことで

すかね。本来ならば、学校の、県立学校の施

設だから、それを管理する側が設置しなきゃ

ならないものですよ。それを、今まで保護者

のＰＴＡの方々の善意によって設置していた

だいて教育環境を整えていただいたわけです

ね。そして、そこに新しいもの、古いものが

あって、それが不公平かな。新しいものは新

しい、古いものは古い。そこに積んでいる基

金まで取り上げるんですかね。返してあげな

さいよ、それは。それでなくても、いろいろ

学校、保護者負担はあるんですから。まあ、

無償化とかになっていますけれども、いろん

な負担があるから。 

 何で積み立ててきた――管理運営、電気代

をずっと今から見るんでしょう、ずっとメン

テナンスも。じゃあ、基金、積んであるとこ

ろ、積んでないところもありゃしませんか。

あるいは、その金額の大小も。それがかえっ

て不公平じゃないですか。みんな、それは今

の現状で譲り受けるんですから、古い機械、

新しい機械もあるでしょう。それは、その状

況だから、普通は学校を整備するのに、古く

なったら新しく付け替えにゃならぬでしょ

う、トイレでも古いのは替える。学校の設置

によって新しい学校、古い学校、様々あるで

しょう。空調が新しいから、古いから、そこ

に不公平があるから積立金まで取り上げま

す、それはどうかね。保護者に返してあげた

ほうが公平じゃないのか。 

 

○東施設課長 積立金もいろいろございます

が、空調機器の更新のためにこれまで積み立

てられてきた積立金については、今後のその

機器の更新に使われるというところで、これ

まで各ＰＴＡの保護者の方々にも御説明がさ

れてきていると思います。 

 そこで、一つの考え方として、先ほど申し

ましたように、空調機器とそれから積立金を

併せてというところを御提案しております

が、もちろん各学校で生徒数も違いますし、

学校の規模が違ってまいりますと、その積立

金の額というのも大小差がございます。そこ

は、学校の御事情で、可能な範囲でといいま

すか、そこは既に、例えば、今、こちらに空

調機器を寄附いただく際に、新しい機器に更

新をしていただいて、それを県に寄附いただ

くという方法も考えられます。積立金を県に

寄附いただくあるいはその空調機器を更新し

て県に頂く、そこは各ＰＴＡのほうの御判断

に委ねたいと思っております。 

 また、積立金の寄附という点につきまして

は、そこは各ＰＴＡの御判断で、可能な範囲

での御協力をお願いするという、そういうス

タンスでございます。 

 

○坂田孝志委員 強制でないなら救われると

ころでもあるでしょうが、本来学校が付ける

るべきことを、保護者のＰＴＡの方々の善意

によってこれまできたわけでしょうから、そ

れが、今、新しいから、古いからといって、

古いのはすぐ更新せんばんから、積み立てた

のは寄附していただきますと、考え方が間違



第７回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（令和４年３月10日) 

 - 23 - 

うとるもん。 

 以前に、何年前だったか、私の母校のとこ

ろで、学校の教育環境が悪い、緑が少ない

と、木を植えようと、同窓生がみんな募って

木を植えるという計画を立てていました。何

千万かプールした。それを、学校に植えよう

として、その当時、施設課に話したら、そん

なもの勝手に植えては困ると、これは県立学

校で、公共の用地にそういうのを勝手にやっ

ては困る、どういうことかそれはと。卒業生

が、ＯＢが、在校生の、これからの子供たち

のために、教育環境をするために緑を多くす

る。困ると言ったんだから。そして、こう言

った。そんなもの必要ありませんと、学校施

設だから教育委員会の費用で整備はします

と。何もならぬ金が、何もならぬじゃないけ

ど、学校が単独で5,000万近く出ていった

よ、それに。せっかくのそういう寄附を断っ

て、はねのけて、木を植えるなと言ったんだ

から、勝手に公共物に。どういう考え方か。

それとと真逆のような考え方じゃないか。善

意でやったやつを、基金まで取り上げる。返

してあげれよ、そぎゃんとは。もしそこがど

うしても御寄付というなら、それはもういい

でしょうがね。今の現状で譲り受けますか

ら、後は、熊本県として、教育委員会としっ

かり維持管理していきます、古くなったのは

更新していきます、そういう姿勢でやるべき

じゃなかつかい。 

 これまで、まず感謝せんばあかんばい、あ

りがとうございましたと。それでもって何年

間て、続いてきたんでしょうもん。それを、

ここに改める。以前からおかしいなと思って

たが、やっと教育委員会考えてくれて、これ

には感謝しますよ。いや、よく決断したな

と、冒頭言ったように。そこをもっと――何

もＰＴＡがそれはもう払わんちゃよかと言い

よるわけじゃないと思うよ。みんな賢いとい

うかな、善意の方で、もうそれはお使いくだ

さいと言っているところも多いと思うが、県

の考え方として、自分たちでせんばんとば向

こうにしてもろうたんだけん。物事のスター

トというか、物の捉え方をちょっと、学校、

教育、教え諭す立場だから、よく言えば人の

道として考えるべきじゃないのかなと感じま

すがな。野尾さん、どう思うね。 

 

○野尾教育理事 坂田委員がおっしゃるとお

りです。 

 私たちが、まず今回これについて検討して

きましたのは、やはり平成30年に小中学校の

空調の公費化が一斉に始まりました。そのと

き、私、ちょうど局長でして、いわゆる県立

学校をどうするかと、やっぱり議論になりま

した。そのときは、まだちょうど地震からの

復旧、復興で、まだかなり工事とかが着手し

ている時期だったので、じゃあ、しばらく１

年、２年様子を見ようかということで、今回

の県立高校の公費化という問題です。 

 おっしゃるように、私たちの考えというの

は、取上げという考えではございませんし、

この問題については、県立学校の高校のＰＴ

Ａ連合会というのがあります。そちらのほう

とも、理事会等で説明しながら、どうしまし

ょうかと、会長さんとも打合わせしながら、

どうやったら一番皆さんに御納得いただける

方法は取れますかということをお話ししなが

ら、また、県立高校の校長会、事務長会、こ

のあたりとも打合せをしながら、おっしゃっ

たように、保護者の方の大事に積み立てられ

てきたお金をどうしたが一番いいのか、どう

いう姿勢で私たちが受け入れたがいいのか、

ずっとここ３～４か月議論してきた次第で

す。 

 施設課長の言い方がちょっと誤解を招いた

かもしれませんが、言っている趣旨は、坂田

委員がおっしゃったように、ＰＴＡの方が大

事に、歴代もう10何年積み立てられたお金も

あります。４～５年積み上げられたお金もあ

ります。それは、おっしゃるように、金額に
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いろいろな幅がありまして、それをどうする

かということを、先日、各校の校長から各Ｐ

ＴＡ会長さんのほうに説明をさせていただき

ました。 

 その中では、おおむね御了解はいただいた

のかなという今雰囲気にはなっております。

しかし、私たちがやっぱりやらなきゃいけな

いのは、そういうふうに積み立てていただい

たという感謝の気持ちと、しっかりとした今

後の維持管理と説明をしっかりやっていかな

きゃいけないと思っています。 

 特に、財政状況厳しい折もありますが、や

はりＰＴＡが積み上げた浄財を、しっかり私

たちは有効に使わなきゃいけないと思ってい

ますし、感謝を持ってこの事業費はやってい

かなきゃいけないと思っています。 

 先ほど出ました八代高校のあの植樹の問題

については、説明ぶりがちょっと間違ってい

たと思います。そこは、やはり同窓会のお気

持ちを受け止めて、いや、これは一応こうい

うことでこういう手続が必要ですので、ちょ

っとお時間頂けんでしょうかという言い方を

すればよかったんでしょうけれども、それが

何か許可みたいに、駄目だとか、申請が要る

とか、そういう伝え方がちょっとまずかった

のかなと思っています。 

 その点は、各校、私たちのほうから、今後

は注意をして、もっと同窓会に寄り添った対

応をさせていこうと思いますし、ＰＴＡの方

たちにしっかり寄り添ってやっていこうと思

いますので、その点御理解いただきたいと思

います。 

 私からは以上でございます。 

 

○坂田孝志委員 よく昔の話を覚えていた

ね。 

 

○野尾教育理事 はい。 

 

○坂田孝志委員 まあ、親御さんたちは、我

が子を学校に預けていますから、少々の負担

ならと思っているでしょうけれども、こうい

うコロナ禍の状況をいろいろ考えてみた場

合、それは少しでも手元に――役員の人たち

は、それはよか顔さるるばい。ああ、もうよ

かてばいと。一般の親御さんから見れば、こ

れはちょっとでも戻ってきたがよかかもしれ

ぬばい、そぎゃんとは。 

 よくよくお話しされて、下々の声も聞い

て、みんながいい方向に教育環境を整えるこ

とはありがたいことですよ。まあ、そんなふ

うに進めていただきたいと思いますね。方向

性としては多といたします。今後ともよろし

く。学校施設整備については、よろしくお願

いしたいと思います。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○前田憲秀委員 20ページ、学校安全・安心

推進課さんの説明の教育指導費の中の(3)と

(4)のスクールカウンセラーの配置とスクー

ルソーシャルワーカーの配置に要する経費に

ついてですが、昨年度と比較してどうなのか

というのと、配置の状況を簡単でいいので教

えていただけますでしょうか。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 昨年度との

比較につきましては、相談時間ベースでお話

ししたほうが分かりやすいかと思いますの

で、時間ベースでお話しさせていただきたい

と思いますが、昨年度のスクールカウンセラ

ーにつきましては、156時間増加をしている

ということになります。時間的に言います

と、週３時間を１年間、１校に充てるのが大

体105時間になりますので、基準とすると、

もしくは週３時間を２回掛けるの35時間で計

算をしていきますので、大体１人分から２人

分ぐらいの予算を頂いているのではないかと

いうふうに思っております。 

 これにつきましては、地震分と豪雨分につ
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きましては、年々国からの補助が下がってい

きますので、下がっていくというふうな計算

をしておりますけれども、そこの部分も含め

たところで増加をしていただいているという

ことで、トータルで156時間増加をしており

ます。 

 スクールソーシャルワーカーにつきまして

は、624時間の増加ということで、その時間

分だけ増やしていただいているという状況に

なっております。 

 配置につきましては、基本的には、今年度

配置をさせていただきましたので、今年度を

ベースに継続した形で、そして、特に配置が

必要な部分については重点的にやっていきた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 このスクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカー、何かこの(3)、(4)では同じ

ような位置づけなんですけれども、私の認識

では、スクールカウンセラーさんは、心のケ

アだとか精神的な負担を軽くするお役目、そ

して、スクールソーシャルワーカーさんは、

どちらかといえば問題解決のために連携をし

ていただくという認識でおります。違ったら

後でまたお示しいただきたいんですけれど

も、教育長の最初の事業概要の説明の中に

も、この２つを活用とありました。私は、逆

に充実というのが必要じゃないかというふう

に思っています。 

 といいますのが、先議のときにもちょっと

質問させていただきました、退職金や給与の

減額が大きいんじゃないかという話、これは

私の質問の仕方も悪かったので反省なんです

けれども、あの後学校人事課さんから説明を

いただきました。 

 その中で、いわゆる予算編成時よりも臨時

的任用職員数が減少して、未補充、いわゆる

個々に臨時職員を補充しないといけないんだ

けれども、補充ができなかったという減額も

３億円以上ぐらいあるという話でした。 

 ということは、現場の先生方は、それだけ

やっぱり苦労されているはずなんですよね。

もちろん、皆さん方承知の上でしょうけれど

も。そこで、このＳＣ、ＳＳＷの話になるん

ですけれども、もう少し、一般質問でもあっ

たように、学校の先生の成り手が少ない、倍

率も減る一方、どうもやっぱり生徒たちは、

じゃんじゃん成長もしてくるわけですから、

対応するかという、一つはこのＳＣさんとＳ

ＳＷさんをもっともっと活用、充実すること

が必要なんじゃないかなと思いますけれど

も、そこら辺はどうでしょう。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 長期欠席者

ですとかいう対策につきましても、やはりＳ

ＳＷもしくはＳＣ等の外部専門家の力も借り

るようにということで、今、教育委員会とし

ても指標を立ててやっております。ですの

で、そういう方々に入っていただいて教育の

お手伝いをしていただくというのは、とても

大切じゃないかなというふうに考えておりま

す。 

 ただ、活用の仕方につきましても、やはり

工夫が必要ではないかなと。全てその時間を

委ねるということではなく、やはり一緒にそ

こに入ってもらって話をしていただく、全て

を委ねるということじゃなく、学校のほうも

やっぱり組織として取り組んでいくという必

要があると思いますので、その辺も含めたと

ころで今後進めてまいりたいというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございます。 

 なかなか今までの決まり、経過もあるの

で、一概にはできないと思うんですけれど

も、やはり担任の先生、副担任の先生、いじ

め、様々我々も現場からのお話を聞きますけ
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れども、やっぱり先生方だけ――もちろん、

今もされていらっしゃるんでしょうけれど

も、先生方だけではとても解決できないよう

な話、やっぱり先生方のケアも必要な事案も

私も何件かあります。 

 そういう意味では、この予算をもっともっ

と充実をして、何ていうのかな、先生と同じ

く常駐というイメージも私はいいぐらいだと

思うんですけれども、とにかく複数の目で、

以前から私は言うように、複数の目でいろん

な事案に対応できるようなふだんからの体制

強化というのは必要じゃないかなと思います

ので、そういう意味でもしっかり充実をして

いただきたいなと思っています。よろしくお

願いします。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○岩本浩治委員 20ページの学校安全・安心

推進課から、せんだってヤングケアラーの実

態調査が来まして、中高生が家族を見ている

というのがこんなに多いのかというのが分か

ってきたんですね。 

 そして、その中で、先ほど前田委員からあ

りましたように、スクールカウンセラーとか

スクールロイヤーとか、そういう今後の支援

策はどう考えていかれているのかをちょっと

お聞きしたいなということでございます。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 先日、子ど

も家庭福祉課と一緒に実施をいたしましたア

ンケートから、ヤングケアラーについては、

やっぱり一定数本県にも存在するんじゃない

かというのが分かりました。 

 今後、一緒に連携をしていきながらやって

いくことになると思いますが、学校としまし

ては、まず、教職員、そして児童生徒に対し

て、このヤングケアラーに対する認識をまず

はしっかりしていくということが重要ではな

いかというふうに考えております。 

 そしてまた、ＳＣ、ＳＳＷがカウンセリン

グ等に当たっていただきますので、こことの

連携、そして学校の支援体制、これを、規模

とか学校の地域性によると思いますが、その

辺を含めたところでの支援体制を今後しっか

り固めていき、そして福祉部局との連携を図

っていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○岩本浩治委員 分かりました。 

 十分、教育長の御説明にありましたよう

に、やはり学力向上にも影響してきますし、

不登校につながっていく可能性も出てくる

と、そんな感じがしますので、やはりぜひ、

実態調査を見ましてこんなに多いのかなと思

った次第でございますので、今後の支援策を

十分に検討していただければと思います。 

 以上です。 

 

○岩田智子委員 お二人からも今言われまし

たけれども、私も、このスクールカウンセラ

ー、スクールソーシャルワーカーの方々が動

かれて、子供たちが健やかな成長をする現場

をやっぱりいろいろとお聞きしています。 

 今回、いっぱい時間も増えたようなので、

とてもよかったなと思う反面、やっぱり地方

のスクールカウンセラー、例えば人吉、球磨

とか、移動距離が物すごく多くて、なかなか

やっぱりその時間内に収まらないというか、

そういうところもすごく聞いていて、充実を

今回はされるので、本当に活用をしっかりと

していっていただきたいという要望が１つ

と、スクールロイヤーに関してですけれど

も、これまでスクールロイヤーを利用すると

いう、そういう例は何件ぐらいあったんでし

ょうか。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 昨年度半年

間とそして今年始めて１年半になりますが、

実績とすれば、昨年度よりも多い実績になっ
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ております。詳しい数につきましては、また

後ほど先生のほうにお届けしたいというふう

に思います。 

 以上です。 

 

○岩田智子委員 そういう外部のやっぱりい

ろんな知識を持っている――学校の先生って

意外と法律に疎いところもあるので、やっぱ

りそういうきちんとした、いろんなものを知

っている方がそこにいらっしゃるということ

はとても重要なことだと思っているので、よ

ろしくお願いします。後で数はよろしくお願

いします。 

 それと、義務教育課のほうにお尋ねなんで

すけれども、低学年わくわく学習支援員配置

事業ということで、追加配置をするという、

そこで、市町村が決めたのに助成をするとい

う形なんですけれども、例えばそのわくわく

学習支援員というのは、今までもあった支援

員のような、学級に副担任みたいに就くよう

な先生のことでしょうか。 

 

○竹中義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 今委員御指摘のとおり、こちらの学習支援

員とは、いわゆる通常学級において児童生徒

の学習指導の支援に従事する方を指しており

ます。 

 

○岩田智子委員 ということは、今までより

も増えるということですね。 

 

○竹中義務教育課長 今回、この新規事業の

目的は、小学校低学年における学力の差がそ

の後の学力の差の拡大に大きく影響している

との課題が指摘されていることから、小学校

低学年の児童生徒一人一人の学習に寄り添う

方の人件費等に対して助成するものでござい

ます。 

 

○岩田智子委員 分かりました。 

 もう１つ、児童生徒の健全育成として、学

級経営や学力に課題を抱える学校への助言を

行うアドバイザーの派遣というのがあります

よね。そのアドバイザーというのは、どんな

方になるんですか。 

 

○竹中義務教育課長 こちらの学級経営等ア

ドバイザーの方については、退職された校長

先生となっております。特に、学級経営に苦

労されている担任の先生の方へのアドバイス

に加えて、学校組織としてそのような先生を

サポートすることも必要ですから、管理職に

対する助言というものも行っておりますの

で、校長経験者を任用しているところでござ

います。 

 

○岩田智子委員 うまくいくととてもいいの

ですけれども、そこだけ言っておきます。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○前田憲秀委員 18ページ、高校教育課さん

の育英資金の貸付けに関してですけれども、

１億3,800万円の減額、当初で。これは、い

ろんな支援策もあり、就学支援金も充実し

て、ほかに何か理由がございますか。 

 

○重岡高校教育課長 前田委員御指摘のとお

り、これまでも過去の利用者人数の実績等を

勘案しまして、予算のほうは待ち受けで対応

してきておりますが、近年、特に令和元年度

からのいわゆる就学支援金制度で、私立高校

の授業料等の負担軽減がさらに進んでおりま

す。そういったところもございます。あと、

経済的に困難な方へのいわゆる奨学のための

給付金制度、そういったところの制度も充実

しているような状況もありまして、これまで

の実態ベースに応じて予算のほうを少し減額
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して対応させていただいたところでございま

す。 

 

○前田憲秀委員 大体そういう背景かなとは

思っておりました。 

 ただ、学びたいんだけれども経済的理由で

諦めるとか、そういうことが絶対にないよう

に、こういう制度がありますよという周知だ

けはしっかりと行っていただきたいというふ

うに思っております。よろしくお願いしま

す。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○髙木健次委員 16ページなんですけれど

も、重岡課長のところですが、高森高校の環

境整備で、漫画学科ですね。 

 今日の新聞でしたかね、高森町が予算化し

たということで大きく取り上げておられまし

たが、非常にこれは県立高校の魅力化事業に

直結するものだというふうに思っております

が、これは目玉というよりも画期的な取組じ

ゃないのかなと。 

 全国でも初めてということで、大変そうい

うことで期待をしておりますけれども、近

年、本当に漫画に対する、子供から大人まで

大変関心が深いという状況ですから、いい取

組かなというふうに思っておりますけれど

も、ただ、高森高校の今の現状は、普通科等

があると思いますけれども、その辺の何かす

り合わせといいますかね、その辺も大事にな

ってくるのかなという感じがいたしますけれ

ども、とにかく全国からですから、どこから

応募があるか、志願があるか分からないとい

う状況もあるんですね。 

 熊本で高森町といったら、どちらかいうと

県北、１校じゃなくて２校でもあってもいい

んじゃないのかなという感じもしますよね。

県南のほうにもという感じがしますけれど

も、この取組について、重岡課長の意気込み

も含めて、ちょっと状況の説明を聞かせてい

ただければと思います。 

 

○重岡高校教育課長 髙木委員、御指摘あり

がとうございます。 

 高森高校につきましては、全国初の県立高

校の漫画関連学科の設置ということで、学科

名につきましては、明日予定をしております

定例教育委員会のほうで学科名は正式に決定

をさせていただいて、１年間生徒募集広報の

期間がございます。この１年間、県内、県北

から県南までかけて、しっかりとこの漫画学

科の魅力、それとあとコアミックス社の全面

的なバックアップ、それと高森町の支援、そ

れを踏まえまして、県内広くから生徒を集

め、さらに県外からも生徒が来れるように、

しっかりと広報活動に次年度の１年間取り組

みまして、ぜひ、高森高校の活性化、町の活

性化につながるような魅力化につなげていき

たいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○髙木健次委員 大変課長の言われること

が、これから高校の魅力化につながるという

ことに一生懸命努力してほしいと思います

が、普通科関係、この辺の状況というのは、

ここができることによって、その辺の変化と

いうものは出てきますか。 

 

○重岡高校教育課長 高森高校は、現在１学

年80人で、普通科２クラスで募集をしており

ます。この１クラスを、いわゆるこの漫画関

連学科に変えまして、もう１クラスは、普通

科をそのまま維持しながら、今現在高森町の

ほうと連携をしたグローカル探求ということ

で、高森高校は、普通科の学びに地域課題を

地域と一緒になって探求していくような取組

を進めておられます。 

 ですので、普通科のそういう学びのほう
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は、あともう１クラスのほうにしっかりと残

しながら、高森町の地域課題を、県内の大学

等とも連携をしたさらに高度で専門的な普通

科の学びと、そしてこの漫画関連学科という

ことで、これは大学は美術科になりますの

で、そういったプロの漫画家をぜひ現役から

出せるような、そういった普通科の学びを充

実させていきたいと思っております。 

 

○髙木健次委員 漫画科、正式名はまだはっ

きりしてないということですが、非常に画期

的なもので、やっぱり全寮制みたいな形にな

るんじゃないのかなという感じがしますよ

ね。ですから、この辺は非常に関係団体、特

に高森町とも一生懸命いろいろな連携を組み

ながら協議をされて、本当に地域からも喜ば

れる、地域から親しまれるというような高

校、学科にしていただきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いしておきます。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 そのまま、採決、あと報告等がございます

ので、通して行いたいと思います。 

 説明員の入替えのため、ここで５分間休憩

いたします。 

  午前11時58分休憩 

――――――――――――――― 

  午後０時０分開議 

○吉田孝平委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第40号、第44号、第47号、第

73号から第75号まで、第78号及び第80号につ

いて、一括して採決したいと思いますが、御

異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第40号外７件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第40号外７件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が４件あっておりま

す。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告をお願いします。 

 

○西村総務課長 総務課です。 

 熊本県職員の服務の宣誓に関する条例等の

一部を改正する条例の制定について御報告い

たします。 

 その他報告事項の資料１ページから３ペー

ジになります。 

 本件につきましては、警察本部が所管する

熊本県公安委員会委員の服務の宣誓に関する

条例及び熊本県警察の職員の服務の宣誓に関

する条例を含め、県の条例を一括して改正予

定であり、総務常任委員会において審議され

ることから、報告事項としております。 

 この条例で、公安委員または警察職員が服

務の宣誓を行うに際し、知事または警察本部

長等の面前において宣誓書に署名することと

なっていたところを、面前及び署名に係る規

定を廃止し、宣誓書を提出することと改正し
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たものです。 

 施行日につきましては、公布の日となって

おります。 

 以上でございます。 

 

○二子石生活安全企画課長 生活安全企画課

でございます。 

 熊本県手数料条例の一部を改正する条例の

制定について報告いたします。 

 その他報告事項の説明資料の４ページを御

覧いただきたいと思います。 

 令和４年４月１日、地方公共団体の手数料

の標準に関する政令の一部を改正する政令が

施行されまして、銃砲刀剣類所持許可証の書

換え申請手数料の標準額が1,800円から1,600

円に減額されます。 

 地方自治法では、手数料を全国的に統一し

て定めることが特に必要なものとして政令で

定める事務については、政令で定める金額の

手数料を徴収することを標準として条例を定

めなければならないと規定されております。 

 このため、熊本県手数料条例に規定されて

おります銃砲刀剣類所持許可証の書換え申請

に関する手数料額を改定する必要となりまし

たことから、現行の1,800円から1,600円に改

定するものでございます。 

 なお、本条例の議案につきましては、知事

部局、財政課から提出されます。 

 以上でございます。 

 

○金子参事官 運転免許課関係でございま

す。 

 私からは、引き続き同条例の運転免許関係

を御説明いたします。 

 引き続き、説明資料の５ページを御覧くだ

さい。 

 今回の改正は、運転免許関係手数料額の標

準を定めた道路交通法施行令の一部改正に伴

いまして、手数料条例の規定を整備するもの

です。 

 主な改正内容は、令和４年５月13日に施行

されます改正道路交通法により新たに規定さ

れたものに手数料を新設するほか、政令の改

正内容に準じて手数料の額や区分などを改正

するものです。 

 まず、２の(1)の新たに手数料を設けるも

のから御説明します。 

 今回の改正に当たり、運転技能検査手数料

と若年運転者講習手数料を新設します。 

 運転技能検査については、75歳以上の高齢

運転者が免許更新をする際に、過去３年間に

信号無視など一定の違反があった場合に、こ

の運転技能検査の受験を義務づけるもので

す。 

 手数料は3,550円です。 

 若年運転者講習については、大型免許や第

二種免許の受験資格の緩和に伴うものです。 

 これまでは、大型免許や第二種免許の受験

資格は、21歳以上、普通免許等の保有歴３年

以上となっておりましたが、今後は、特別な

講習を受けた方は、19歳以上、普通免許等の

保有歴１年に緩和されます。 

 ただし、この方法で大型免許や第二種免許

の免許を取得した場合、21歳になるまでは若

年運転者期間とみなされ、この間に交通違反

の点数が合計３点以上になるなどの基準に該

当に達した場合、この若年運転者講習の受講

を義務づけるものです。 

 手数料は、講習１時間につき2,250円で

す。 

 次に、(2)の手数料の額を改正するもので

す。 

 今回の改正で、政令により標準額が改めら

れました認知機能検査手数料と認知機能検査

員講習手数料を、お手元の資料に記載のとお

り、改正することとしております。 

 次に、(3)の手数料の区分を見直すもので

す。 

 70歳以上の方が免許更新する際は、高齢者

講習の受講が義務づけられております。現
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在、高齢者講習は、実車講習ありの中に３つ

の区分、実車講習なしの中に３つの区分で、

全体で６つの区分ですが、今後は大きく分け

て２つの区分に見直されます。 

 手数料は、今後、実車講習ありの２時間講

習については6,450円、実車講習なしの１時

間講習は2,900円となっております。 

 実車講習のあり、なしについては、免許の

種別で決まります。新制度では、自動二輪、

原付、大型特殊、小型特殊のみの方は、実車

講習なしの１時間講習、その他の方は、実車

講習ありの２時間講習となります。 

 これに合わせて、高齢者講習と同等の効力

を持ちます特定任意高齢者講習手数料につい

ても、同様に改正を行っております。 

 最後に、手数料の対象を追加するもので

す。 

 先ほど申し上げました若年運転者講習、こ

の対象受講者に、受講対象者に対する通知手

数料を新たに追加します。手数料等に変化は

ございません。 

 以上が熊本県手数料条例の一部を改正する

条例の主な内容となります。 

 なお、本改正に伴う手数料に関する規定

は、改正道路交通法の施行と合わせまして、

令和４年５月13日に施行することとしていま

す。 

 また、今回の熊本県手数料条例の一部改正

に伴い、熊本県収入証紙条例も所要の改正を

行っております。 

 以上でございます。 

 

○重岡高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 スクール・ミッション(最終案)の策定につ

いて御報告をいたします。 

 別添資料、１枚めくっていただきまして、

上段枠囲みの中を御覧ください。 

 昨年の９月御報告以後も、各学校において

は、学校運営協議会をはじめ、職員や生徒と

の意見交換を実施するなど、スクール・ミッ

ション(最終案)の決定に向けて協議を重ねて

まいりました。 

 また、本課としましても、学校とのやり取

りを踏まえまして、その内容をさらに丁寧に

加筆してきたところでございます。 

 今回、スクール・ミッション(最終案)とし

て、別冊のとおり、御報告をいたします。 

 このスクール・ミッション(最終案)につき

ましては、明日開催されます３月定例教育委

員会におきまして、審議決定後、各学校で定

めたスクールポリシーと併せて公表をする予

定でございます。 

 高校教育課からの報告は以上でございま

す。 

 

○竹中義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 令和４年度の当初予算案に経費を計上して

いる夜間中学整備事業に関して、昨年11月に

熊本市と合同で実施したアンケート調査等を

踏まえ、夜間中学設置に関する基本的な考え

方を取りまとめましたので、御報告いたしま

す。 

 資料２ページをお願いいたします。 

 １、経緯についてでございます。 

 令和元年11月、子供の貧困対策に関する大

綱において、全ての都道府県に少なくとも１

つの夜間中学が設置されるようとすることな

どが示され、閣議決定されました。 

 また、本県では、昨年11月に熊本市と合同

で行ったニーズ調査の結果、回答者139名の

うち108名が夜間中学で勉強したいとの回答

がありました。 

 また、夜間中学で勉強したいと答えた方の

居住地は、熊本市内を含む県央が55％と最も

多かったものの、県内に広くニーズがあるこ

とが分かりました。 

 この結果等を踏まえ、夜間中学設置につい

ての基本的な考え方が、３ページ、２、設置
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についてでございます。 

 (1)設置主体ですが、蒲島県政の誰一人取

り残さないという方針を踏まえ、さらには、

ニーズ調査結果において県内に広く希望され

る方がいることから、設置主体は県としたい

と考えております。 

 次に、(2)設置場所ですが、ニーズ調査結

果において、希望される方が熊本市とその周

辺に最も多く居住されていることから、通学

の利便性に優れていることや定時制のノウハ

ウがあること、さらには、県有財産の有効利

用が可能であること等を総合的に判断し、熊

本市所在の湧心館高等学校内を有力候補と考

えております。 

 (3)開校時期ですが、他県の事例等を踏ま

え、少なくとも２年程度の準備期間が必要で

あることから、令和６年４月の開校を目指し

たいと考えております。 

 (4)熊本市との連携、役割分担等について

ですが、熊本市とはこれまでもアンケート調

査等連携協力しながら取り組んでいること、

また、夜間中学の所在地となる見込みである

ことなどを踏まえ、設置運営に当たっては、

引き続き熊本市と十分連携することとし、具

体的な役割分担等については、今後協議を進

めていきたいと考えております。 

 最後に、３、今後の主なスケジュールにつ

いてですが、令和４年度は、基本方針等の基

本構想策定のほか、施設整備の準備、夜間中

学の周知、広報活動を行ってまいります。 

 令和５年度には、施設整備をはじめ、教育

課程の作成や生徒募集等を行い、令和６年４

月の開校を目指したいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○吉田孝平委員長 以上で執行部の報告が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑はございませんか。 

 

○坂田孝志委員 今の夜間中学ですが、本当

に、いろいろ検討されておりますね。ほかの

進んでいるところもありますが、早い決断だ

ったなと思っておりまして、それも評価した

いと思います。 

 ちょっと心配しているのは、今でさえも教

員が足りないのに、２年先とはいえ、教員の

確保を非常に心配しとるんですたい。今後計

画されるわけでしょうから、そこについては

どんなに考えているのか、ちょっとお尋ねし

とこうかなと思って。 

 

○竹中義務教育課長 今委員御指摘の教員の

確保については、大きな課題と考えておりま

す。 

 ここは、今現在も連携、協議をしておりま

す熊本市とも十分御相談をして、どのような

在り方がいいのか、今後しっかり検討してま

いりたいと思います。 

 

○坂田孝志委員 当然、中学校の教員免許資

格を持っている人が教壇に立って教えられる

でしょうからですね。中学校も足らぬし、い

ろいろありますから、十分また教育委員会で

あるいは熊本市とも協議して頑張ってくださ

い。非常にいいことだと思います。 

 

○前田憲秀委員 夜間中学は、本当に私も感

謝をいたします。頑張っていただきたいと思

います。 

 先ほど坂田先生が言われた教員の件ですけ

れども、私も全く同感で、ニーズ調査の中で

は外国人は意外に少なかったんですけれど

も、私の感触では、意外に外国人で開校にな

ったら希望者が多くなってくるんじゃないか

という感覚を持っております。 

 そういったときは、まあ、ぺらぺらじゃな

くても、英語での片言の意思疎通も必要かな

と思うんですけれども、そこら辺も配慮はあ

るんでしょうか、その教員補充の部分で。 
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○竹中義務教育課長 こちら、夜間中学に入

学される方は、国籍等いろいろな事情を抱え

ていらっしゃる方が入学してくることが予想

されますので、そのような方たちの学びを十

分保障できるよう、教員の能力等についても

しっかりと検討してまいりたいと思っており

ます。 

  

○前田憲秀委員 よろしくお願いします。 

 もう１点ですけれども、最後の５ページに

他県の事例が載っているんですけれども、県

独自でやっているところもあれば、政令市ま

たは一般市で取り組んでいる、検討中とあり

ます。そこの差もどうなのかなとも思うんで

すけれども、先ほどの説明では、蒲島知事が

誰一人取り残さないという方針で、県単位で

やるということで、それは私も支持をさせて

いただきます。 

 そして、熊本市との連携、熊本市中心部が

一番多いということだったので、これからど

うなんでしょうか、定期的に意見交換会だと

か打合せ、そういったのはやっていく計画が

あるんですかね。 

 

○竹中義務教育課長 熊本市とは、昨年11月

に行ったニーズ調査も合同で実施しておりま

すし、今現在も、熊本市教育委員会をはじ

め、こちら知事部局の関係課とその関係者が

一堂に会した事務局内部のワーキンググルー

プというものは定期的に開催しているところ

ですので、そこでしっかりと関係部局との連

携を図りながら、準備を進めてまいりたいと

考えております。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。

しっかり連携をして、いいものをつくり上げ

ていただきたいと思います。頑張ってくださ

い。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了します。 

 次に、12月の委員会において取りまとめを

御一任いただきました令和３年度教育警察常

任委員会における取組の成果について、お手

元に配付のとおり案を作成しましたので、御

説明します。 

 この常任委員会における取組の成果は、今

年度の当委員会の審議の中で、委員から提起

された要望、提案等の中から取組が進んだ主

な項目を取り上げ、３月に県議会のホームペ

ージで公表するものです。 

 項目の選定等について、副委員長及び執行

部と協議をし、当委員会としては、11項目の

取組を上げた案を作成いたしました。 

 ここに上げた項目は、いずれも委員会審議

により取組が進んだあるいは課題解決に向け

ての検討や調査が動き出したようなものを選

定しております。 

 もちろん、この項目以外の提起された課題

や要望等についても、執行部で調査、検討等

を続けておられますが、これらの項目を特に

具体的な取組が進んでいるとして取り上げま

した。 

 それでは、この案につきまして、何か御意

見等はございますでしょうか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 では、この案でホームペ

ージへ掲載したいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 なお、文言の整理、修正等があった場合

は、委員長一任ということでよろしいでしょ

うか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 それでは、そのようにさ

せていただきます。 

 最後に、その他で委員から何かございませ

んか。 
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○岩田智子委員 ５歳から11歳までのコロナ

ワクチンの接種が始まるのですが、多分集団

接種はやめましょうみたいな問題も出てきて

いて、やっぱり受ける子、受けない子、保護

者の考えとかいろいろあるので、学校での集

団接種とかはあるんですかね、ちょっとそれ

を。もし、あれば、文科省の通知にあるよう

に、しっかり教員の仕事が何なのかを整理を

していただいくこととか、子供たちが受け

る、受けないで差別やいろんなことを起こさ

ないようにということに気をつけていただき

たいなという要望でございます。よろしくお

願いします。 

 

○吉田孝平委員長 要望でよろしいですか。 

 

○岩田智子委員 はい、要望でいいです。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして第７回教育警

察常任委員会を閉会いたします。 

  午後０時19分閉会 

――――――――――――――― 

○吉田孝平委員長 なお、執行部において、

本年３月末をもって退職される方が、本日５

名出席されております。５名の方々に、一言

ずつ御挨拶をいただければと思っております

ので、委員の皆様よろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 まずは、警察本部・山川

生活安全部長からお願いします。 

(山川生活安全部長～荒木警備第一課長

の順に挨拶) 

○吉田孝平委員長 お疲れさまでございまし

た。 

 それでは、最後でございますので、私のほ

うから一言御挨拶を申し上げます。 

 １年間、中村副委員長をはじめとしまし

て、委員各位の御協力をいただきながら委員

会の活動を進めてまいりましたが、委員各位

におかれましては、県政が抱える重要な諸問

題につきまして、熱心な御審議を賜り、誠に

ありがとうございました。 

 山口警察本部長、古閑教育長をはじめ、執

行部の皆様におかれましても、常に丁寧な御

説明、答弁をいただきまして、心から厚く御

礼を申し上げます。 

 また、３月をもって勇退される方におかれ

ましては、長い間県政に携わっていただきま

して、大変御苦労さまでございました。 

 今後とも、県政発展のため、変わらぬお力

添えをいただきますようよろしくお願い申し

上げます。 

 最後になりましたが、委員各位並びに執行

部の皆様の今後ますますの御健勝と御活躍を

祈念申し上げまして、簡単でございますが、

お礼の御挨拶とさせていただきます。 

 お世話になりました。ありがとうございま

した。(拍手) 

 次に、中村副委員長からも一言お願いしま

す。 

 

○中村亮彦副委員長 それでは、一言御挨拶

を申し上げます。 

 この１年間、吉田委員長の下で副委員長を

務めさせていただきました。 

 このように、今日に至るまで、この委員会

が円滑に、スムーズに開催ができましたこ

と、このことにつきましては、委員各位に深

い御理解と御協力をいただいたそのたまもの

だというふうに思っております。ここに改め

て感謝申し上げたいというふうに思います。 

 また、執行部の皆様方におかれましては、

常に丁寧に、そして真摯に御対応いただきま

して、本当にありがとうございました。ここ

にも改めてお礼を申し上げたいというふうに

思います。 
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 これからの教育行政、そして警察行政の充

実、このことが皆様方のこれからの御活躍に

つながり、そして、そのことがまたさらにこ

の本県熊本県の未来の発展につながりますこ

と、このことを心から御祈念申し上げまし

て、御挨拶に代えたいと思います。 

 ありがとうございました。(拍手) 

 

○吉田孝平委員長 以上で終了いたします。 

 皆様、大変お疲れさまでございました。あ

りがとうございました。 

  午後０時24分 
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